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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオ復号化装置によって行われるビデオ復号化方法において、
　ビットストリームから、符号化単位の最大サイズについての情報を獲得する段階と、
　前記ビットストリームから、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許
容されるか否かということを示す第１情報を獲得する段階と、
　前記最大サイズについての情報によって決定された最大符号化単位の大きさに基づいて
、第１スライスセグメントに含まれる一つ以上の最大符号化単位を決定する段階と、
　前記ビットストリームから、現在最大符号化単位が前記第１スライスセグメントの終り
であるか否かということを示す第２情報を獲得する段階と、
　前記ビットストリームのスライスセグメントヘッダから獲得された第３情報に基づいて
、前記スライスセグメントに含まれたサブセットのエントリーポイントの個数を決定する
段階と、
　前記ビットストリームのスライスセグメントヘッダから獲得された前記エントリーポイ
ントについてのオフセットを示す第４情報が示す数から１ほど増加した数であるオフセッ
トを利用して、各エントリーポイントの位置を決定する段階と、
　前記第１情報が、前記ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容され
るということを示し、前記第２情報が、前記現在最大符号化単位は、前記第１スライスセ
グメントの終りであるということを示す場合、前記第１スライスセグメントのコンテクス
ト変数を保存する段階と、
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　前記ビットストリームから第２スライスセグメントが前記ピクチャの最初のスライスセ
グメントであるか否かということを示す第５情報を獲得する段階と、
　前記第５情報が、前記第２スライスセグメントは前記ピクチャにおいて最初でないこと
を示す場合、前記ビットストリームから前記第２スライスセグメントが従属的スライスセ
グメントであるか否かということを示す第６情報を獲得する段階と、
　前記第６情報が、前記第２スライスセグメントは従属的スライスセグメントであるとい
うことを示す場合、前記保存されたコンテクスト変数を利用して、前記第２スライスセグ
メントを復号化する段階を含み、
　前記第２スライスセグメントは、前記第１スライスセグメントの次に位置することを特
徴とし、
　前記ピクチャに含まれたスライスセグメントにタイルが含まれているか、前記ピクチャ
に含まれた最大符号化単位のコンテクスト変数のために同期化動作が遂行される場合、前
記エントリーポイントの個数、及び前記エントリーポイントの位置を決定し、
　前記ピクチャを分割する少なくとも一つのスライスそれぞれは、前記第１スライスセグ
メントを含む少なくとも一つのスライスセグメントを含むことができ、
　前記オフセットは１以上であることを特徴とするビデオ復号化方法。
【請求項２】
　前記コンテクスト変数を保存する段階は、
　前記第１スライスセグメントが、独立的スライスセグメントであるか、あるいは従属的
スライスセグメントであるかということと係わりなく、前記ピクチャに従属的スライスセ
グメントが含まれることが許容される場合、前記現在最大符号化単位に係わるコンテクス
ト変数を保存する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載のビデオ復号化方法。
【請求項３】
　前記コンテクスト変数を保存する段階は、
　前記第２情報が、前記現在最大符号化単位は、前記第１スライスセグメントの終りであ
るということを示す場合、前記第１スライスセグメントにおいて、最後に復号化された前
記現在最大符号化単位に係わるコンテクスト変数を保存する段階を含むことを特徴とする
請求項１に記載のビデオ復号化方法。
【請求項４】
　前記ビデオ復号化方法は、
　前記ビットストリームのピクチャパラメータセットから獲得された前記第１情報に基づ
いて、前記ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれているか否かということを決定
する段階と、
　前記ビットストリームのスライスセグメント別データのうち、前記現在最大符号化単位
に係わるデータから獲得された前記第２情報に基づいて、現在最大符号化単位が前記スラ
イスセグメントの終りであるということを示すか否かということを決定する段階と、
　前記現在最大符号化単位に係わるデータから、ビンストリングを獲得する段階と、を含
むことを特徴とする請求項１に記載のビデオ復号化方法。
【請求項５】
　ビデオを復号化するビデオ復号化装置において、
　ビットストリームから、符号化単位の最大サイズについての情報及び第１情報を獲得す
る獲得部と、
　前記最大サイズについての情報によって決定された最大符号化単位の大きさに基づいて
、第１スライスセグメントに含まれる一つ以上の最大符号化単位を決定する復号化部と、
を含み、
　前記獲得部は、前記ビットストリームから、現在最大符号化単位が前記第１スライスセ
グメントの終りであるか否かということを示す第２情報を獲得し、前記ビットストリーム
のスライスセグメントヘッダから獲得された第３情報に基づいて、前記スライスセグメン
トに含まれたサブセットのエントリーポイントの個数を決定することを特徴とし、
　前記復号化部は、前記第１情報が、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれるこ
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とが許容されるということを示し、前記第２情報が、現在最大符号化単位は、前記第１ス
ライスセグメントの終りであるということを示す場合、前記第１スライスセグメントのコ
ンテクスト変数を保存することを特徴とし、
　前記獲得部は、前記ビットストリームから、第２スライスセグメントが前記ピクチャの
最初のスライスセグメントであるか否かということを示す第５情報を獲得し、前記第５情
報が、前記第２スライスセグメントは前記ピクチャにおいて最初でないということを示す
場合、前記ビットストリームから前記第２スライスセグメントが従属的スライスセグメン
トであるか否かということを示す第６情報を獲得することを特徴とし、
　前記復号化部は、前記第６情報が、前記第２スライスセグメントは従属的スライスセグ
メントであるということを示す場合、前記保存されたコンテクスト変数を利用して、前記
第２スライスセグメントを復号化することを特徴とし、
　前記第２スライスセグメントは、前記第１スライスセグメントの次に位置することを特
徴とし、
　前記復号化部は、前記ビットストリームのスライスセグメントヘッダから獲得された前
記エントリーポイントについてのオフセットを示す第４情報が示す数から１ほど増加した
数であるオフセットを利用して、各エントリーポイントの位置を決定することを特徴とし
、
　前記復号化部は、前記ピクチャに含まれたスライスセグメントにタイルが含まれている
か、前記ピクチャに含まれた最大符号化単位のコンテクスト変数のために同期化動作が遂
行される場合、前記エントリーポイントの個数、及び前記エントリーポイントの位置を決
定し、
　前記ピクチャを分割する少なくとも一つのスライスそれぞれは、前記第１スライスセグ
メントを含む少なくとも一つのスライスセグメントを含むことができ、
　前記オフセットは１以上であることを特徴とするビデオ復号化装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオ符号化及びビデオ復号化のためのエントロピー符号化及びエントロピ
ー復号化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高解像度または高画質のビデオコンテンツを再生、保存することができるハードウェア
の開発及び普及により、高解像度または高画質のビデオコンテンツを効果的に符号化／復
号化するビデオコーデックの必要性が増大している。既存のビデオコーデックによれば、
ビデオは、所定サイズのマクロブロックに基づいて、制限された符号化方式によって符号
化されている。
【０００３】
　周波数変換を利用して、空間領域の映像データは、周波数領域の係数に変換される。ビ
デオコーデックは、周波数変換の迅速な演算のために、映像を所定サイズのブロックに分
割し、ブロックごとにＤＣＴ変換を行い、ブロック単位の周波数係数を符号化する。空間
領域の映像データに比べ、周波数領域の係数が、圧縮しやすい形態を有する。特に、ビデ
オコーデックのインター予測またはイントラ予測を介して、空間領域の映像画素値は、予
測誤差で表現されるので、予測誤差に対して周波数変換が行われれば、多くのデータが０
に変換される。ビデオコーデックは、連続的に反復的に発生するデータを小サイズのデー
タに置き換えることにより、データ量を節減している。
【０００４】
　ビデオ符号化によって生成されたシンボルのビット列を圧縮するために、エントロピー
符号化が行われる。最近、算術符号化基盤のエントロピー符号化方式が広く使用されてい
る。算術符号化基盤のエントロピー符号化のために、シンボルをビット列に二進化した後
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、ビット列に対してコンテクスト基盤の算術符号化が行われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、ビデオ符号化及びビデオ復号化のために、スライスセグメントの属性を考慮
し、周辺データのコンテクスト情報を利用するエントロピー符号化方式及びエントロピー
復号化方式の方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　多様な実施形態によって、ビデオ復号化装置によって行われるビデオ復号化方法は、ビ
ットストリームから、符号化単位の最大サイズについての情報を獲得する段階と、ビット
ストリームから、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容されるか否
かということを示す第１情報を獲得する段階と、最大サイズについての情報によって決定
された最大符号化単位の大きさに基づいて、第１スライスセグメントに含まれる一つ以上
の最大符号化単位を決定する段階と、ビットストリームから、現在最大符号化単位が第１
スライスセグメントの終りであるか否かということを示す第２情報を獲得する段階と、第
１情報が、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容されるということ
を示し、第２情報が、現在最大符号化単位は、第１スライスセグメントの終りであるとい
うことを示す場合、第１スライスセグメントのコンテクスト変数を保存する段階と、保存
されたコンテクスト変数を利用して、ピクチャにおいて、第１スライスセグメントの次に
位置する従属的スライスセグメントを復号化する段階と、を含んでもよい。
【発明の効果】
【０００７】
　開示されたエントロピー符号化／復号化方式に基づいて、現在ピクチャにおいて従属的
スライスセグメントが使用されるならば、各スライスセグメントの最後の最大符号化単位
のエントロピー符号化（復号化）を完了した後、コンテクスト変数を保存することができ
る。従って、以前スライスセグメントが独立的スライスセグメントであるとしても、その
次の従属的スライスセグメントのために必要なコンテクスト変数の初期変数を、先に符号
化された独立的スライスセグメントの最後の最大符号化単位のコンテスト変数から獲得す
ることができる。
【０００８】
　また、エントロピー符号化／復号化のためのコンテクスト変数の同期化地点を効率的に
知らせるために、サブセットオフセットから１ずつ減少した数を示す情報がスライスセグ
メントを介して提供されるので、スライスセグメントのデータサイズが縮小される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】多様な実施形態によるビデオエントロピー符号化装置のブロック図である。
【図１Ｂ】多様な実施形態によるビデオエントロピー符号化方法のフローチャートである
。
【図２Ａ】多様な実施形態によるビデオエントロピー復号化装置のブロック図である。
【図２Ｂ】多様な実施形態によるビデオエントロピー復号化方法のフローチャートである
。
【図３】ピクチャ内のタイル及び最大符号化単位を図示する図面である。
【図４】ピクチャ内のスライスセグメント及び最大符号化単位を図示する図面である。
【図５】一実施形態によるＣＡＢＡＣパージング動作のフローチャートである。
【図６Ａ】保存されたコンテクスト変数を利用するエントロピー復号化過程を図示する図
面である。
【図６Ｂ】一実施形態によるＣＡＢＡＣコンテクスト変数の保存動作の詳細フローチャー
トである。
【図７】一実施形態によるスライスセグメントヘッダのシンタックスを図示する図面であ
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る。
【図８】図８は一実施形態による、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ符号化
装置のブロック図である。
【図９】一実施形態による、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ復号化装置の
ブロック図である。
【図１０】本発明の一実施形態による符号化単位の概念を図示する図面である。
【図１１】本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像符号化部のブロック図で
ある。
【図１２】本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像復号化部のブロック図で
ある。
【図１３】本発明の一実施形態による、深度別符号化単位及びパーティションを図示する
図面である。
【図１４】本発明の一実施形態による、符号化単位及び変換単位の関係を図示する図面で
ある。
【図１５】本発明の一実施形態による深度別符号化情報を図示する図面である。
【図１６】本発明の一実施形態による深度別符号化単位を図示する図面である。
【図１７】本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び変換単位の関係を図示
する図面である。
【図１８】本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び変換単位の関係を図示
する図面である。
【図１９】本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び変換単位の関係を図示
する図面である。
【図２０】表１の符号化モード情報による、符号化単位、予測単位及び変換単位の関係を
図示する図面である。
【図２１】一実施形態によるプログラムが保存されたディスクの物理的構造を例示する図
面である。
【図２２】ディスクを利用してプログラムを記録して読み取るためのディスクドライブを
図示する図面である。
【図２３】コンテンツ流通サービス（content　distribution　service）を提供するため
のコンテンツ供給システム（content　supply　system）の全体的構造を図示する図面で
ある。
【図２４】一実施形態による、本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が適用さ
れる携帯電話の外部構造を図示する図面である。
【図２５】一実施形態による、本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が適用さ
れる携帯電話の内部構造を図示する図面である。
【図２６】本発明による通信システムが適用されたデジタル放送システムを図示する図面
である。
【図２７】本発明の一実施形態による、ビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置を利用す
るクラウドコンピューティングシステムのネットワーク構造を図示する図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　多様な実施形態によるビデオエントロピー復号化方法は、ビットストリームから獲得し
た最大符号化単位に係わるビンストリング（bin　string）及びビンインデックスを決定
する段階と、前記ビンインデックスにおいてシンタックス要素に割り当てられるビンスト
リングと、前記獲得されたビンストリングとを比較し、前記シンタックス要素の値を決定
する段階と、前記シンタックス要素が、前記最大符号化単位において、最後のシンタック
ス要素であり、前記最大符号化単位が含まれたピクチャに、従属的スライスセグメントが
含まれ、前記最大符号化単位がスライスセグメントにおいて、最後の最大符号化単位であ
る場合、前記最大符号化単位に係わるコンテクスト変数を保存する段階と、前記決定され
たシンタックス要素の値を利用して、前記最大符号化単位のシンボルを復元する段階と、
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を含む。
【００１１】
　多様な実施形態によって、ビデオ復号化装置によって行われるビデオ復号化方法は、ビ
ットストリームから、符号化単位の最大サイズについての情報を獲得する段階と、ビット
ストリームから、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容されるか否
かということを示す第１情報を獲得する段階と、最大サイズについての情報によって決定
された最大符号化単位の大きさに基づいて、第１スライスセグメントに含まれる一つ以上
の最大符号化単位を決定する段階と、ビットストリームから、現在最大符号化単位が第１
スライスセグメントの終りであるか否かということを示す第２情報を獲得する段階と、第
１情報が、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容されるということ
を示し、第２情報が、現在最大符号化単位は、第１スライスセグメントの終りであるとい
うことを示す場合、第１スライスセグメントのコンテクスト変数を保存する段階と、保存
されたコンテクスト変数を利用して、ピクチャにおいて、第１スライスセグメントの次に
位置する従属的スライスセグメントを復号化する段階と、を含んでもよい。
【００１２】
　多様な実施形態によって、コンテクスト変数を保存する段階は、スライスセグメントが
、独立的スライスセグメントであるか、あるいは従属的スライスセグメントであるかとい
うことと係わりなく、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容される
場合、現在最大符号化単位に係わるコンテクスト変数を保存する段階を含むことを特徴と
する。
【００１３】
　多様な実施形態によって、コンテクスト変数を保存する段階は、第２情報が、現在最大
符号化単位は、第１スライスセグメントの終りであるということを示す場合、第１スライ
スセグメントにおいて、最後に復号化された現在最大符号化単位に係わるコンテクスト変
数を保存する段階を含むことを特徴とする。
【００１４】
　多様な実施形態によって、ビデオエントロピー復号化方法は、ビットストリームのピク
チャパラメータセットから獲得された第１情報に基づいて、ピクチャに従属的スライスセ
グメントが含まれているか否かということを決定する段階と、ビットストリームのスライ
スセグメント別データのうち最大符号化単位に係わるデータから獲得された第２情報に基
づいて、最大符号化単位がスライスセグメントの終りであるということを示すか否かとい
うことを決定する段階と、現在最大符号化単位に係わるデータから、ビンストリングを獲
得する段階と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　多様な実施形態によって、ビデオエントロピー復号化方法は、ビットストリームのスラ
イスセグメントヘッダから獲得された第３情報に基づいて、スライスセグメントに含まれ
たサブセットのエントリーポイントの個数を決定する段階と、ビットストリームのスライ
スセグメントヘッダから獲得されたエントリーポイント別オフセットに係わる第４情報に
基づいて、第４情報が示す数から１ほど増加した数であるオフセットを利用して、各エン
トリーポイントの位置を決定する段階と、を含み、ピクチャに含まれたスライスセグメン
トにタイルが含まれているか、ピクチャに含まれた最大符号化単位のコンテクスト変数の
ために同期化動作が行われる場合、エントリーポイントの個数及びエントリーポイントの
位置を決定することを特徴とする。
【００１６】
　多様な実施形態によって、ビデオを復号化するビデオ復号化装置は、ビットストリーム
から、符号化単位の最大サイズについての情報及び第１情報を獲得する獲得部；及び最大
サイズについての情報によって決定された最大符号化単位の大きさに基づいて、第１スラ
イスセグメントに含まれる一つ以上の最大符号化単位を決定する復号化部；を含み、該獲
得部は、ビットストリームから、現在最大符号化単位が第１スライスセグメントの終りで
あるか否かということを示す第２情報を獲得することを特徴とし、復号化部は、第１情報
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が、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれることが許容されるということを示し
、第２情報が、現在最大符号化単位は、第１スライスセグメントの終りであるということ
を示す場合第１スライスセグメントのコンテクスト変数を保存することを特徴とする。
【００１７】
　以下、図１Ａないし図７を参照し、多様な実施形態によって、スライスセグメントでの
エントロピー符号化技法、及びスライスセグメントでのエントロピー復号化技法について
開示する。また、図８ないし図２０を参照し、先に提案したエントロピー符号化技法及び
復号化技法が適用可能な多様な実施形態によるツリー構造の符号化単位に基づいたビデオ
符号化技法及びビデオ復号化技法について開示する。また、図２１ないし図２７を参照し
、先に提案したビデオ符号化方法、ビデオ復号化方法が適用可能な多様な実施形態につい
て開示する。以下、「映像」は、ビデオの静止映像や動画、すなわち、ビデオそのものを
示すことができる。
【００１８】
　図１Ａは、多様な実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０のブロック図であ
る。
【００１９】
　多様な実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、二進化部１２、ビンスト
リング決定部１４及びコンテクスト保存部１６を含む。
【００２０】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、最大符号化単位別に符号化されたシンボルに対
して、エントロピー符号化を行うことができる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、
最大符号化単位別に符号化を行うビデオ符号化部（図示せず）を保存することができる。
【００２１】
　以下、説明の便宜のために、ビデオエントロピー符号化装置１０がビデオ符号化部（図
示せず）を含み、最大符号化単位別に符号化し、シンボルを生成する過程について詳細に
説明する。ただし、ビデオエントロピー符号化装置１０は、ビデオ符号化部（図示せず）
を直接含む構造に限定されるものではなく、外部の符号化装置で符号化されたシンボルを
受信することもできるということに留意しなければならない。
【００２２】
　一実施形態によるビデオ符号化過程は、映像データの時空間的類似性によって重複する
データを最小化する過程であるソース符号化過程と、ソース符号化を介して生成されたデ
ータのビット列において、さらに重複性を最小化する過程であるエントロピー符号化過程
とに区分される。一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、ビデオを構成
するそれぞれのピクチャをブロック別にソース符号化し、符号化シンボルを生成する。ソ
ース符号化は、空間領域のビデオデータに対して、ブロック単位でイントラ予測／インタ
ー予測、変換、量子化を行う過程を含む。ソース符号化の結果、ブロック別に符号化シン
ボルが生成される。例えば、レジデュアル（residual）成分の量子化された変換係数、動
きベクトル、イントラモード属性、インタモード属性、量子化パラメータなどが符号化シ
ンボルにもなる。
【００２３】
　一実施形態によるエントロピー符号化は、シンボルをビット列に変換する二進化過程と
、ビット列に対してコンテクスト基盤の算術符号化を行う算術符号化過程と、に分類する
ことができる。コンテクスト基盤の算術符号化を行う算術符号化方式として、ＣＡＢＡＣ
（context　adaptive　binary　arithmetic　ccoding）などが広く利用されている。コン
テクスト基盤の算術符号化／復号化によれば、シンボルビット列の各ビットがコンテクス
トの各ビン（bin）になり、各ビット位置がビンインデックスにマッピングされる。ビッ
ト列長が、すなわち、ビンの長さは、シンボル値の大きさによって変わる。コンテクスト
基盤の算術符号化／復号化のためには、シンボルのコンテクストを決定するコンテクスト
モデリングが必要である。
【００２４】
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　コンテクストモデリングのためには、シンボルビット列のビット位置ごとに、すなわち
、それぞれのビンインデックスごとに、コンテクストを新たに更新する必要がある。ここ
で、コンテクストモデリングは、各ビンで、０または１が発生する確率を分析する過程で
ある。これまでのコンテクストに、新たなブロックのシンボルのビット別確率を分析した
結果を反映させてコンテクストを更新する過程が、ブロックごとに反復される。かような
コンテクストモデリングの結果を収録した情報として、各ビンごとに発生確率がマッチン
グされた確率表が提供される。一実施形態によるエントロピーコーディング確率情報は、
かようなコンテクストモデリング結果を収録した情報でもある。
【００２５】
　従って、コンテクストモデリング情報、すなわち、エントロピーコーディング確率情報
が確保されれば、エントロピーコーディング確率情報のコンテクストに基づいて、ブロッ
クシンボルの二進化されたビット列のビットごとにコードを割り当てることにより、エン
トロピー符号化が行われる。
【００２６】
　また、エントロピー符号化は、コンテクストを基盤とする算術符号化／復号化を行うの
で、ブロックごとにシンボルコードコンテクスト情報が更新され、更新されたシンボルコ
ードコンテクスト情報を使用してエントロピー符号化を行うことにより、圧縮率が向上す
る。
【００２７】
　本発明の多様な実施形態によるビデオ符号化技法は、データ単位である「ブロック」に
対するビデオ符号化技法にのみ限定されると解釈されてはならなず、多様なデータ単位に
適用される。
【００２８】
　映像符号化の効率性のために、映像を所定サイズのブロックに分割して符号化する。ブ
ロックの属性は、正方形または長方形でもあり、任意の幾何学的形態でもある。一定サイ
ズのデータ単位に制限されるものではない。一実施形態によるブロックは、ツリー構造に
よる符号化単位において、最大符号化単位、符号化単位、予測単位、変換単位などでもあ
る。ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ符号化／復号化方式は、図８ないし図
２０を参照して後述する。
【００２９】
　ピクチャのブロックは、ラスタースキャン方向に沿って符号化される。
【００３０】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、ピクチャを一つ以上のタイルに分割し、各タイ
ルは、ピクチャのブロックのうち、ラスター方向に沿って羅列されたブロックを含んでも
よい。ピクチャは、一つ以上の縦列に分割するタイルに分割されるか、一つ以上の横列に
分割するタイルに分割されるか、または１列以上の縦列、及び１列以上の横列に分割され
るタイルに分割される。各タイルは、空間領域を分割し、各空間領域を個別的に符号化す
るために、ビデオエントロピー符号化装置１０は、タイル別に個別的に符号化することが
できる。
【００３１】
　各スライスセグメントは、ラスター方向に沿って羅列されたブロックを含むので、ビデ
オエントロピー符号化装置１０は、ピクチャを横方向に分割することにより、スライスセ
グメントを生成することもできる。ピクチャは、一つ以上のスライスセグメントに分割さ
れる。各スライスセグメント別に、１つのＮＡＬ（network　adaptation　layer）ユニッ
トを介して伝送される。
【００３２】
　一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、かようなスライスセグメント
に対する符号化を行うことができる。一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１
０は、スライスセグメントごとに含まれたブロックに対して順次に符号化を行い、ブロッ
ク別に符号化シンボルを生成することができる。各スライスセグメント別に、ブロックの
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符号化データが１つのＮＡＬユニットに含まれて送受信される。各タイルは、少なくとも
１つのスライスセグメントを含んでもよい。場合により、スライスセグメントが、少なく
とも１つのタイルを含んでもよい。
【００３３】
　また、スライスセグメントは、従属的スライスセグメントと、独立的スライスセグメン
トとに分類される。
【００３４】
　現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントである場合、現在スライスセグメ
ントより先に符号化された以前スライスセグメントの符号化シンボルを参照するインピク
チャ予測（in-picture　prediction）が行われる。また、現在スライスセグメントが従属
的スライスセグメントである場合、現在スライスセグメントより先に符号化された以前ス
ライスセグメントのエントロピー情報を参照する従属的なエントロピー符号化が行われる
。
【００３５】
　現在スライスセグメントが独立的スライスセグメントである場合、以前スライスセグメ
ントを参照してインピクチャ予測を行わず、以前スライスセグメントのエントロピー情報
を参照しない。
【００３６】
　一実施形態による１つのピクチャは、１つの独立的スライスセグメントと、ラスタース
キャン順序によって、独立的スライスセグメントに連続する少なくとも１つの従属的セグ
メントを含んでもよい。１つの独立的スライスセグメントが、１つのスライスでもある。
【００３７】
　一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、タイル別に、他のタイルと個
別的に符号化することができる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、タイル別に、現
在タイルに含まれた最大符号化単位を順次に符号化することができる。
【００３８】
　また、一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメント別
に、現在スライスセグメントの最大符号化単位を符号化することができる。現在スライス
セグメントに含まれた最大符号化単位のうち、所定タイルに含まれる最大符号化単位は、
現在タイルでの符号化順序によって符号化することができる。
【００３９】
　一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントの全
体最大符号化単位が、現在タイルに属するとき、現在スライスセグメントに含まれた多数
の最大符号化単位を、現在タイル内でのラスタースキャン順序によって符号化することが
できる。その場合、現在スライスセグメントは、現在タイルの境界にかけて位置しないの
で、現在スライスセグメントの最大符号化単位は、現在タイルの境界を越えて位置しない
。その場合、一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、各タイルに含まれ
た少なくとも１つのスライスセグメント別に順次に符号化し、各スライスセグメントに含
まれた多数のブロックを、ラスタースキャン順序によって符号化することができる。
【００４０】
　また、現在スライスセグメントが少なくとも１つのタイルを含む場合にも、ビデオエン
トロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントに含まれた最大符号化単位のうち、
現在タイルに属する最大符号化単位に対して、現在タイルでの最大符号化単位のラスター
スキャン順序によって符号化を行うことができる。一実施形態によるビデオエントロピー
符号化装置１０は、スライスセグメントに対して順次に符号化を行うことができる。従っ
て、一実施形態によるスライスビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメン
トに対して順次に符号化を行い、各スライスセグメントごとに含まれたブロックに対して
順次に符号化を行い、ブロック別に符号化シンボルを生成することができる。スライスセ
グメントのブロックごとに、イントラ予測、インター予測、変換、インループフィルタリ
ング、ＳＡＯ（sample　adaptive　offset）補償、量子化を行うことができる。
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【００４１】
　ソース符号化過程で生成された符号化シンボル、例えば、イントラサンプル、動きベク
トル、符号化モード情報などを予測符号化するために、インピクチャ予測が行われる。イ
ンピクチャ予測が行われる場合には、現在符号化シンボルの代わりに、現在符号化シンボ
ルと、以前符号化シンボルとの差値が符号化される。また、現在サンプルの代わりに、現
在サンプルと、隣接サンプルとの差値が符号化される。
【００４２】
　また、エントロピー符号化過程で生成されたエントロピーコンテクスト情報や、コード
コンテクスト情報などを予測符号化するために、従属的エントロピー符号化が行われる。
従属的エントロピー符号化が行われる場合には、現在エントロピー情報と、以前エントロ
ピー情報とが同一であるならば、現在エントロピー情報の符号化が省略される。
【００４３】
　ただし、ビデオエントロピー符号化装置１０は、各タイルに対して個別的に符号化する
ので、互いに異なるタイルに属する最大符号化単位の間には、インピクチャ予測または従
属的エントロピー符号化を行わない。
【００４４】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメントの使用可能性や、スライス
セグメントの属性を示す情報を、ＳＰＳ（sequence　parameter　set）、ＰＰＳ（pictur
e　parameter　set）、スライスセグメントヘッダのような各種符号化単位のヘッダに記
録することができる。
【００４５】
　例えば、ビデオエントロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントが、現在ピク
チャにおいて、最初のスライスセグメントであるか否かということを示す情報を含むスラ
イスセグメントヘッダを生成することができる。
【００４６】
　現在スライスセグメントが属している現在ピクチャに係わる各種基本情報は、ＰＰＳに
収録されて伝送される。特に、ＰＰＳは、現在ピクチャが従属的スライスセグメントを含
むか否かということについての情報を含んでもよい。従って、現在ピクチャにおいて、従
属的スライスセグメントが使用されることを示す情報がＰＰＳに収録されるとき、ビデオ
エントロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントヘッダに、現在スライスセグメ
ントが、以前スライスセグメントのスライスヘッダ情報を利用する従属的スライスセグメ
ントであるか否かということを示す情報を含んでもよい。
【００４７】
　反対に、現在ピクチャのＰＰＳに、現在ピクチャにおいて、従属的スライスセグメント
が使用されないことを示す情報が含まれた場合には、現在スライスセグメントヘッダに、
現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントであるか否かということを示す情報
が含まれない。
【００４８】
　また、ビデオエントロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントが最初のスライ
スセグメントではないならば、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントであ
るか否かということを示す情報を、スライスセグメントヘッダに追加することができる。
【００４９】
　すなわち、現在ピクチャのＰＰＳに、現在ピクチャにおいて従属的スライスセグメント
が使用されるということを示す情報が含まれており、現在スライスセグメントヘッダに、
現在スライスセグメントが最初のスライスセグメントではないという情報が含まれている
場合、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントであるか否かということを示
す情報が、現在スライスセグメントヘッダにさらに追加される。一実施形態による最初の
スライスセグメントは、独立的スライスセグメントでなければならない。従って、現在ス
ライスセグメントが最初のスライスセグメントであるならば、従属的スライスセグメント
であるか否かということを示す情報は、省略することができる。従って、ビデオエントロ
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ピー符号化装置１０は、最初のスライスセグメントのためのスライスセグメントヘッダに
、最初のスライスセグメントであるか否かということを示す情報に引き続き、現在スライ
スセグメントについての基本情報を、スライスセグメントヘッダに追加して伝送すること
ができる。
【００５０】
　従って、現在ピクチャにおいて、従属的スライスセグメントが使用され、現在スライス
セグメントが最初のスライスセグメントではない場合、現在スライスセグメントが従属的
スライスセグメントであるか否かということを示す情報が、現在スライスセグメントヘッ
ダにさらに追加される。
【００５１】
　ただし、現在スライスセグメントが最初のスライスセグメントではなく、従属的スライ
スセグメントであるならば、一部スライスセグメントについての基本情報は、以前スライ
スセグメントヘッダの情報と同一である。従って、現在スライスセグメントヘッダは、最
初のスライスセグメントであるか否かということを示す情報、従属的スライスセグメント
であるか否かということを示す情報を含むが、以前スライスセグメントヘッダの情報と重
複する情報は、省略したまま伝送することができる。
【００５２】
　一実施形態による現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントではないならば
、現在スライスセグメントヘッダは、従属的スライスセグメントであるか否かということ
を示す情報を含みながら、現在スライスセグメントのための各種ヘッダ情報をさらに含ん
でもよい。
【００５３】
　また、ビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメントヘッダに、量子化パ
ラメータと、エントロピー符号化のためのコンテクストの初期コンテクスト情報とが収録
して伝送することができる。
【００５４】
　しかし、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントである場合、ビデオエン
トロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントより先に符号化された以前スライス
セグメントの符号化シンボルを参照するインピクチャ予測を行うことができる。現在スラ
イスセグメントが従属的スライスセグメントである場合、ビデオエントロピー符号化装置
１０は、現在スライスセグメントより先に符号化された以前スライスセグメントのエント
ロピー情報を参照する従属的なエントロピー符号化を行うこともできる。
【００５５】
　従って、ビデオエントロピー符号化装置１０は、現在スライスセグメントが従属的スラ
イスセグメントである場合には、現在スライスセグメントのスライスセグメントヘッダに
、量子化パラメータと初期コンテクスト情報とを収録しない。従属的スライスセグメント
の量子化パラメータと、初期コンテクスト情報は、以前に符号化された独立的スライスセ
グメントのヘッダ情報に収録された量子化パラメータと初期コンテクスト情報とに初期化
される。
【００５６】
　現在スライスセグメントが独立的スライスセグメントである場合、ビデオエントロピー
符号化装置１０は、インピクチャ予測を行わないので、以前スライスセグメントと関係な
く、現在スライスセグメントの符号化シンボルのビットストリームを出力することができ
る。現在スライスセグメントが独立的スライスセグメントである場合、ビデオエントロピ
ー符号化装置１０は、以前に符号化された隣接するスライスセグメントのエントロピー情
報と関係なく、現在スライスセグメントのエントロピー情報を出力することもできる。例
えば、現在スライスセグメントが独立的スライスセグメントである場合には、現在スライ
スセグメントヘッダに、量子化パラメータと初期コンテクスト情報とを収録しなければな
らない。
【００５７】
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　ビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメント別に、スライスセグメント
ヘッダ及びスライスセグメントのシンボルを伝送することができる。
【００５８】
　以下、図１Ｂを参照し、ビデオエントロピー符号化装置１０の各構成要素別に、ビデオ
エントロピー符号化を行う動作について詳細に説明する。図１Ｂは、多様な実施形態によ
るビデオエントロピー符号化方法のフローチャートを図示している。
【００５９】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、ピクチャの少なくとも１つのスライスセグメン
トに分割し、スライスセグメント別に符号化を行い、スライスセグメントに含まれた最大
符号化単位に対して順次に符号化を行うということは、前述の通りである。
【００６０】
　段階１１において、最大符号化単位別に符号化を行って決定されたシンボルに対して、
二進化部１２が二進化を行い、シンボルのビット列を生成することができる。
【００６１】
　段階１３において、ビンストリング決定部１４は、最大符号化単位のシンボルに対応す
るシンタックス要素（syntaxel　ement）値のビンインデックス別コンテクスト変数を決
定することができる。先に符号化された他の最大符号化単位で使用されたシンタックス要
素値のビンインデックス別コンテクスト変数に基づいて、現在最大符号化単位のためのコ
ンテクスト変数が決定される。
【００６２】
　コンテクスト変数は、コンテクストテーブル及びコンテクストインデックスを含んでも
よい。シンタックス要素別に、コンテクスト変数が決定される。
【００６３】
　段階１５において、ビンストリング決定部１４は、決定されたシンタックス要素のコン
テクスト変数に基づいて、シンタックス要素値を示すビンストリングを決定することがで
きる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、各シンタックス要素に対して、コンテクス
ト変数とビンストリングとの対応関係を収録するコンテクストテーブルに係わるデータを
保存している。
【００６４】
　ビンストリング決定部１４は、現在シンタックス要素値に対するコンテクストテーブル
において、段階１３で決定されたコンテクスト変数が示すビンストリングを採択すること
ができる。
【００６５】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、最大符号化単位に係わる全てのシンタックス要
素に係わるビンストリングを生成した後、最大符号化単位で決定されたコンテクスト変数
を保存するか否かということを決定することができる。
【００６６】
　段階１７において、コンテクスト保存部１６は、シンタックス要素が最大符号化単位に
おいて、最後のシンタックス要素であり、最大符号化単位が含まれたピクチャに、従属的
スライスセグメントが含まれ、最大符号化単位がスライスセグメントにおいて、最後の最
大符号化単位である場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数を保存することがで
きる。
【００６７】
　コンテクスト保存部１６は、スライスセグメントが、独立的スライスセグメントである
か、あるいは従属的スライスセグメントであるかということと係わりなく、ピクチャに従
属的スライスセグメントが含まれている場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数
を保存することができる。
【００６８】
　ピクチャに複数個のスライスセグメントが含まれているとき、現在スライスセグメント
の次に位置する従属的スライスセグメントの最初の最大符号化単位のコンテクスト変数に
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対するエントロピー符号化のために、現在スライスセグメントに保存されたコンテクスト
変数が利用される。
【００６９】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、ピクチャに含まれたスライスセグメント、最大
符号化単位、最大符号化単位を復号化するのに共通して必要な各種情報を収録するピクチ
ャパラメータセットを生成することができる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、ピ
クチャパラメータセットに、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれているか否か
ということを示す第１情報を含めることができる。
【００７０】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、各スライスセグメントに含まれた各最大符号化
単位を符号化して生成されたデータを含むスライスセグメントデータを生成することがで
きる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメント別データのうち最大符
号化単位に係わるデータに、最大符号化単位がスライスセグメントにおいて、最後の最大
符号化単位であるか否かということを示す第２情報を含めることができる。また、最大符
号化単位に係わるデータに、エントロピー符号化によって生成されたビンストリングも含
まれている。
【００７１】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメントに含まれた最大符号化単位
、最大符号化単位を復号化するのに必要な共通した各種情報を含むスライスセグメントヘ
ッダを生成することができる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、スライスセグメン
ト別に符号化を行った結果、ピクチャパラメータセット、スライスセグメントヘッダ、及
びスライスセグメント別のデータを含むビットストリームを生成することができる。
【００７２】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、ピクチャに含まれたスライスセグメントにタイ
ルが含まれているか、ピクチャに含まれた最大符号化単位のコンテクスト変数のために同
期化動作が行われる場合、スライスセグメントヘッダに、スライスセグメントに含まれた
サブセットのエントリーポイントの個数を示す第３情報、及びエントリーポイント別オフ
セットより１ほど小さい数を示す第４情報を含めることができる。
【００７３】
　スライスセグメントに含まれたサブセットは、スライスセグメントに含まれた最大符号
化単位のうち、最大符号化単位のスキャン順序によって順次に符号化される最大符号化単
位のグループを意味する。各サブセットに対するプロセッシングは、並列的に行われる。
【００７４】
　各サブセットごとに割り当てられた第４情報を利用して、以前サブセットから現在サブ
セットまでのサブセットオフセットを合算することにより、現在の最初のバイトが決定さ
れる。サブセットが２以上存在するならば、サブセットオフセットが０より大きい数でな
ければならないので、サブセットオフセットを示す第４情報は、サブセットオフセットか
ら１を差し引いた値に決定される。従って、実際サブセットオフセットは、第４情報が示
す数に１ほど増加させた値でもある。
【００７５】
　各サブセットを構成するバイトのインデックスは、０から始まり、最初のバイトを示す
バイトインデックスは、０である。従って、現在の最初バイトに、現在サブセットに割り
当てられた第４情報が示す数を合算し、現在の最後バイトが決定される。
【００７６】
　一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、二進化部１２、ビンストリン
グ決定部１４及びコンテクスト保存部１６を総括的に制御する中央プロセッサ（図示せず
）を含んでもよい。または、二進化部１２、ビンストリング決定部１４及びコンテクスト
保存部１６が、それぞれの自体プロセッサ（図示せず）によって作動し、プロセッサ（図
示せずが相互有機的に作動することにより、ビデオエントロピー符号化装置１０が全体的
に作動することもできる。または、一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０
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の外部プロセッサ（図示せず）の制御により、ビデオエントロピー符号化装置１０及びビ
デオエントロピー符号化装置１０が制御されてもよい。
【００７７】
　一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、二進化部１２、ビンストリン
グ決定部１４及びコンテクスト保存部１６の入出力データが保存される一つ以上のデータ
保存部（図示せず）を含んでもよい。ビデオエントロピー符号化装置１０は、データ保存
部（図示せず）のデータ入出力を管轄するメモリ制御部（図示せず）を含んでもよい。
【００７８】
　図２Ａは、多様な実施形態によるビデオエントロピー復号化装置のブロック図である。
【００７９】
　一実施形態によるビデオエントロピー復号化装置２０は、コンテクスト初期化部２２、
シンボル復元部２４及びコンテクスト保存部２６を含む。
【００８０】
　一実施形態によるビデオエントロピー復号化装置２０は、ピクチャが２以上のタイルと
、少なくとも１つのスライスセグメントとに分割されて符号化された結果として生成され
たビットストリームを受信することができる。ビットストリームは、スライスセグメント
別に生成されたデータでありながら、タイル別に生成されたデータでもある。
【００８１】
　以下、ビデオエントロピー復号化装置２０が、スライスセグメントの属性によって、ス
ライスセグメントヘッダをパージングすることができる。ビデオエントロピー復号化装置
２０は、現在スライスセグメントのスライスセグメントヘッダから、現在スライスセグメ
ントが、現在ピクチャにおいて、最初のスライスセグメントであるか否かということを示
す情報をパージングすることができる。
【００８２】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、パージングされた情報から、現在スライスセグ
メントが最初のスライスセグメントではないということを判読するならば、現在スライス
セグメントヘッダから、現在スライスセグメントが以前スライスセグメントのスライスヘ
ッダ情報を利用する従属的スライスセグメントであるか否かということを示す情報をさら
にパージングすることができる。
【００８３】
　ただし、現在スライスセグメントが属している現在ピクチャに係わるＰＰＳから、現在
ピクチャが従属的スライスセグメントを含むか否かということについての情報がパージン
グされる。従って、現在ピクチャのＰＰＳから、現在ピクチャにおいて、従属的スライス
セグメントが使用されるということを示す情報がパージングされた場合、ビデオエントロ
ピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントヘッダから、現在スライスセグメントが
従属的スライスセグメントであるか否かということを示す情報をパージングすることがで
きる。
【００８４】
　反対に、現在ピクチャのＰＰＳから、現在ピクチャにおいて、従属的スライスセグメン
トが使用されないということを示す情報がパージングされた場合には、現在スライスセグ
メントヘッダから、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントであるか否かと
いうことを示す情報がパージングされない。
【００８５】
　従って、現在ピクチャのＰＰＳから、現在ピクチャにおいて、従属的スライスセグメン
トが使用されるということを示す情報がパージングされ、現在スライスセグメントが最初
のスライスセグメントではないことを示す情報がパージングされるならば、ビデオエント
ロピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントヘッダから、現在スライスセグメント
が従属的スライスセグメントであるか否かということを示す情報をさらにパージングする
ことができる。すなわち、現在ピクチャが、従属的スライスセグメントを使用し、現在従
属的スライスセグメントが最小スライスセグメントではないと判読された場合、現在スラ
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イスセグメントヘッダから、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントである
か否かということを示す情報をさらにパージングすることができる。
【００８６】
　ビデオエントロピー復号化装置２０が、パージングされた情報から、現在スライスセグ
メントが最初のスライスセグメントであると判読するならば、現在スライスセグメントヘ
ッダから、現在スライスセグメントが、従属的スライスセグメントであるか否かというこ
とを示す情報がパージングされない。最初のスライスセグメントは、従属的スライスセグ
メントではありえないために、パージング情報なしも、独立的スライスセグメントである
ということが決定される。従って、ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在スライス
セグメントが最初のスライスセグメントであるならば、ピクチャの最初のスライスセグメ
ントヘッダから、最初のスライスセグメントであるか否かということを示す情報、及び現
在スライスセグメントについての基本情報をさらにパージングすることができる。
【００８７】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントヘッダからパージング
された情報から、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントであるということ
を判読するならば、以前スライスセグメントのヘッダからパージングされた一部ヘッダ情
報を、現在スライスセグメントの基本情報として決定することができる。
【００８８】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントヘッダからパージング
された情報から、現在スライスセグメントが従属的スライスセグメントではないと判読す
るならば、現在スライスセグメントヘッダから、現在スライスセグメントのための各種ヘ
ッダ情報をパージングすることができる。
【００８９】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントヘッダからパージング
された情報、及び現在スライスセグメントのシンボルを利用して、現在スライスセグメン
トを復号化することができる。
【００９０】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、１つのＮＡＬユニットを介して、各スライスセ
グメントが受信されれば、スライスセグメント別に、ブロックの符号化データが含まれて
受信される。各タイルは、少なくとも１つのスライスセグメントを含んでもよい。場合に
より、スライスセグメントが少なくとも１つのタイルを含んでもよい。スライスセグメン
トとタイルとの関係は、先に図１Ａ及び図１Ｂを参照して詳細に説明したところと同一で
ある。
【００９１】
　また、ビデオエントロピー復号化装置２０は、復元された現在スライスセグメントを含
み、各タイルに含まれる少なくとも１つのスライスセグメントを復元し、復元されたタイ
ルを組み合わせてピクチャを復元することができる。
【００９２】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、タイル別に、現在タイルに含まれた少なくとも
１つのスライスセグメント別に、現在スライスセグメントに含まれた多数のブロックのシ
ンボルをラスタースキャン順序によってパージングすることができる。また、ビデオエン
トロピー復号化装置２０は、ブロックのラスタースキャン順序によってパージングされた
シンボルを利用して、ブロックをラスタースキャン順序によって復号化することができる
。
【００９３】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、各スライスセグメントのビットストリームに対
してエントロピー復号化を行い、最大符号化単位別に符号化シンボルをパージングするこ
とができる。スライスセグメントに含まれた最大符号化単位に対して順次にエントロピー
復号化を行い、最大符号化単位別符号化シンボルをパージングすることができる。以下、
ビデオエントロピー復号化装置２０が、スライスセグメントに含まれた符号化単位別に符
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号化シンボルをパージングして復元する過程について、以下図２Ｂを参照して詳細に説明
する。
【００９４】
　図２Ｂは、多様な実施形態によるビデオエントロピー復号化方法のフローチャートを図
示している。
【００９５】
　段階２１において、コンテクスト初期化部２２は、ビットストリームから獲得した最大
符号化単位に係わるビンストリングと、ビンインデックスとを決定することができる。
【００９６】
　コンテクスト初期化部２２は、各シンタックス要素に対して、コンテクストインデック
ス別に初期化値に係わる初期化テーブルを保存している。コンテクスト変数の初期化動作
により、初期化テーブルに基づいて、現在シンタックス要素のコンテクストインデックス
が初期化値に決定される。
【００９７】
　また、コンテクスト初期化部２２は、各シンタックス要素について、コンテクスト変数
とビンストリングとの対応関係を収録するコンテクストテーブルに係わるデータを保存し
ている。
【００９８】
　コンテクスト初期化部２２は、シンタックス要素のためのコンテクスト変数を決定する
ことができる。周辺最大符号化単位のコンテクスト変数を利用して、現在最大符号化単位
のコンテクスト変数を同期化することもできる。
【００９９】
　段階２３において、コンテクスト初期化部２２は、コンテクストテーブルに基づいて、
現在コンテクスト変数において、シンタックス要素に割り当てられるビンストリングと、
段階２１で決定されたビンインデックスでのビンストリングとを比較し、現在ビンストリ
ングが示すシンタックス要素の値を決定することができる。
【０１００】
　最大符号化単位のエントロピー復号化を始めるときの初期コンテクスト変数から、最大
符号化単位に係わるビンストリングに対してエントロピー復号化を行いながら新たに蓄積
されるコンテクストに基づいて、コンテクスト変数が更新される。
【０１０１】
　コンテクスト初期化部２２は、ビットストリームのＰＰＳから獲得された第１情報に基
づいて、ピクチャに従属的スライスセグメントが含まれているか否かということを決定す
ることができる。コンテクスト初期化部２２は、ビットストリームのスライスセグメント
別データのうち最大符号化単位に係わるデータから獲得された第２情報に基づいて、最大
符号化単位がスライスセグメントにおいて、最後の最大符号化単位であるか否かというこ
とを決定することができる。また、コンテクスト初期化部２２は、スライスセグメント別
データのうち最大符号化単位に係わるデータからビンストリングを獲得することができる
。
【０１０２】
　段階２５において、コンテクスト保存部２６は、シンタックス要素が最大符号化単位に
おいて、最後のシンタックス要素であり、最大符号化単位が含まれたピクチャに、従属的
スライスセグメントが含まれ、最大符号化単位がスライスセグメントにおいて、最後の最
大符号化単位である場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数を保存することがで
きる。
【０１０３】
　スライスセグメントが、独立的スライスセグメントであるか、あるいは従属的スライス
セグメントであるかということと係わりなく、ピクチャに従属的スライスセグメントが含
まれている場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数が保存される。
【０１０４】
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　ピクチャに、複数個のスライスセグメントが含まれているとき、現在スライスセグメン
トの次に位置する従属的スライスセグメントの最初の最大符号化単位のコンテクスト変数
に対するエントロピー符号化のために、現在スライスセグメントに保存されたコンテクス
ト変数が利用される。
【０１０５】
　段階２７において、シンボル復元部２４は、段階２３で決定されたシンタックス要素の
値を利用して、最大符号化単位のシンボルを復元することができる。
【０１０６】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、ビットストリームのスライスセグメントヘッダ
から獲得された第３情報に基づいて、スライスセグメントに含まれたサブセットのエント
リーポイントの個数を決定することができる。
【０１０７】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、ビットストリームのスライスセグメントヘッダ
から獲得されたエントリーポイント別オフセットに係わる第４情報に基づいて、第４情報
が示す数から１ほど増加した数であるオフセットを利用して、各エントリーポイントの位
置を決定することができる。従って、ビデオエントロピー復号化装置２０は、スライスセ
グメント、タイルまたは最大符号化単位の列のようなサブセットごとにエントリーポイン
トが明確に決定することができるので、周辺最大符号化単位のコンテクスト変数を獲得す
るエントロピー同期化地点を正確に決定することができる。
【０１０８】
　段階２１ないし段階２７によって、各スライスセグメントごとにパージングされた最大
符号化単位の符号化シンボルを利用して、ビデオエントロピー復号化装置２０は、各最大
符号化単位に対して、ラスタースキャン順序によって順次に復号化を行うことができる。
【０１０９】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、タイル別に、他のタイルと個別的に復号化する
ことができる。１つのＮＡＬユニットには、タイル別に、現在タイルに含まれた最大符号
化単位を順次に復号化することができる。
【０１１０】
　従って、ビデオエントロピー復号化装置２０は、各スライスセグメントごとにパージン
グされた最大符号化単位の符号化シンボルを利用して、各最大符号化単位に対して、ラス
タースキャン順序によって順次に復号化を行うことができる。
【０１１１】
　また、現在スライスセグメントに含まれた最大符号化単位のうち、所定タイルに含まれ
る最大符号化単位は、現在タイルでの復号化順序によって復号化することができる。
【０１１２】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントの全体最大符号化単位
が現在タイルに属するとき、現在スライスセグメントに含まれた多数の最大符号化単位を
、現在タイル内でのラスタースキャン順序によって復号化することができる。その場合、
現在スライスセグメントは、現在タイルの境界にかけて位置しない。ビデオエントロピー
復号化装置２０は、各タイルに含まれた少なくとも１つのスライスセグメント別に順次に
復号化し、各スライスセグメントに含まれた多数のブロックをラスタースキャン順序によ
って復号化することができる。
【０１１３】
　また、現在スライスセグメントが少なくとも１つのタイルを含む場合にも、ビデオエン
トロピー復号化装置２０は、現在スライスセグメントに含まれた最大符号化単位のうち、
現在タイルに属する最大符号化単位に対して、現在タイルでの最大符号化単位のラスター
スキャン順序によって復号化を行うことができる。
【０１１４】
　最大符号化単位別にパージングされたイントラサンプル、動きベクトル、符号化モード
情報などのような符号化シンボルを利用して、インピクチャ予測が行われる。インピクチ
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ャ予測を介して、以前符号化シンボルの復元値と、現在符号化シンボルと以前符号化シン
ボルとの差値とが合成されることにより、現在符号化シンボルの復元値が決定される。ま
た、現在サンプルより先に復元された隣接サンプルの復元値と、現在サンプルと以前サン
プルとの差値が合成されることにより、現在サンプルの復元値が決定される。
【０１１５】
　最大符号化単位の符号化シンボルを利用した復号化は、逆量子化、逆変換、イントラ予
測／動き補償などを介して行われる。例えば、各最大符号化単位の符号化シンボルに対し
て逆量子化を行い、変換単位の変換係数が復元され、変換単位の変換係数に対して逆変換
を行い、予測単位のレジデュアル情報が復元される。レジデュアル情報においてイントラ
サンプルを利用して、イントラ予測が行われる。また、動きベクトルが示す他の復元予測
単位とレジデュアル情報とを合成する動き補償を介して、現在予測単位のサンプルが復元
される。また、最大符号化単位に対して、ＳＡＯ補償及びインループフィルタリングが行
われる。
【０１１６】
　従って、ビデオエントロピー復号化装置２０は、各スライスセグメント及び各タイルの
最大符号化単位に対して、タイル内での復号化順序によって順次に復号化することができ
る。
【０１１７】
　一実施形態によって、タイルが少なくとも１つのスライスセグメントを含む場合には、
スライスセグメントごとに最大符号化単位を復号化し、スライスセグメント別に復元した
結果を組み合わせ、１つのタイルが復元される。
【０１１８】
　また、一実施形態によってス、ライスセグメントが少なくとも１つのタイルを含む場合
には、タイルごとに最大符号化単位を復号化し、タイル別に復元した結果を組み合わせ、
１つのスライスセグメントが復元される。
【０１１９】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、復元されたタイルまたは復元されたスライスセ
グメントで構成されたピクチャを復元することができる。
【０１２０】
　図１Ａ、図１Ｂ、図２Ａ、図２Ｂを参照して説明したエントロピー符号化／復号化方式
に基づいて、現在ピクチャにおいて、従属的スライスセグメントが使用されるならば、各
スライスセグメントの最後の最大符号化単位のエントロピー符号化（復号化）を完了した
後、コンテクスト変数を保存することができる。従って、以前スライスセグメントが独立
的スライスセグメントであるとしても、その次の従属的スライスセグメントのために必要
なコンテクスト変数の初期変数を、先に符号化された独立的スライスセグメントの最後の
最大符号化単位のコンテスト変数から獲得することができる。
【０１２１】
　また、エントロピー符号化／復号化のためのコンテクスト変数の同期化地点を効率的に
知らせるために、サブセットオフセットから１ずつ減少した数を示す情報が、スライスセ
グメントを介して提供されるので、スライスセグメントのデータサイズが縮小される。
【０１２２】
　以下、図３及び図４を参照し、一実施形態によるビデオエントロピー符号化装置１０及
びビデオエントロピー復号化装置２０が使用するサブ領域であるスライスセグメントとタ
イルとの関係について詳細に説明する。
【０１２３】
　図３は、ピクチャ内のタイル及び最大符号化単位を図示している。ピクチャ３０１を、
縦方向及び横方向のうち少なくとも一方向に分割して生成された各領域に対して、独立し
て符号化及び復号化を行うとき、各領域をタイルと呼ぶ。ＨＤ（high　definision）級、
ＵＨＤ（ultra　high　definition）級の解像度のビデオの大データ量を利用して、リア
ルタイムでプロセッシングするために、ピクチャを少なくとも１列の縦列（column）と、
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少なくとも１列の横列（row）に分割してタイルが形成され、タイル別に符号化／復号化
が行われる。
【０１２４】
　ピクチャ３０１において各タイルは、個別的に符号化／復号化される空間領域であるの
で、符号化／復号化する領域のタイルのみを選択的に符号化／復号化することが可能にな
る。
【０１２５】
　図３で、ピクチャ３０１が縦列境界３２１，３２３と横列境界３１１，３１３とによっ
てタイルに分割される。縦列境界３２１，３２３のうち一つと、横列境界３１１，３１３
のうち一つとによって取り囲まれた領域がタイルである。
【０１２６】
　ピクチャ３０１をタイルに分割して符号化するならば、縦列境界３２１，３２３と横列
境界３１１，３１３との位置についての情報がＳＰＳ（sequence　parameter　set）また
はＰＰＳ（picture　parameter　set）に収録されて伝送される。ピクチャ３０１の復号
化時には、ＳＰＳまたはＰＰＳから、縦列境界３２１，３２３と横列境界３１１，３１３
との位置についての情報をパージングし、タイル別に復号化し、ピクチャ３０１の各サブ
領域を復元し、縦列境界３２１，３２３と横列境界３１１，３１３とについての情報を利
用して、各サブ領域を１つのピクチャ３０１に復元することができる。
【０１２７】
　ピクチャ３０１を最大符号化単位（ＬＣＵ）に分割し、ブロック別に符号化／復号化が
行われる。従って、ピクチャ３０１を、縦列境界３２１，３２３と横列境界３１１，３１
３とに分割して形成された各タイルは、最大符号化単位を含む。ピクチャを分割する縦列
境界３２１，３２３と横列境界３１１，３１３は、隣接するＬＣＵの境界に沿って通過す
るので、各ＬＣＵを分割しない。従って、各タイルは、整数個のＬＣＵを含む。
【０１２８】
　従って、ピクチャ３０１のタイル別にプロセッシングが行われながら、各タイルでは、
ＬＣＵ別に符号化／復号化が行われる。図３において、各ＬＣＵに表記されている数字は
、タイル内でＬＣＵのスキャン順序、すなわち、符号化または復号化されるために処理さ
れる順序を示す。
【０１２９】
　タイルは、原則的にタイル間で独立して符号化／復号化が行われるという点で、スライ
スセグメント及びスライスと比較される。以下、図４を参照し、スライスセグメント及び
スライスについて詳細に説明する。
【０１３０】
　図４は、ピクチャ内のスライスセグメント及び最大符号化単位を図示している。ピクチ
ャ４０１は、多数のＬＣＵに分割されている。図４では、ピクチャ４０１が横方向に１３
個、縦方向に９個、すなわち、総１１７個のＬＣＵに分割されている。各ＬＣＵは、ツリ
ー構造の符号化単位に分割されて符号化／復号化される。
【０１３１】
　ピクチャ４０１は、境界線４１１によって、上段スライス及び下段スライスの２つのス
ライスに分割されている。また、ピクチャ４０１は、境界線４２１，４２３，４１１によ
り、スライスセグメント４３１，４３３，４３５，４４１に分割されている。
【０１３２】
　スライスセグメント４３１，４３３，４３５，４４１のタイプは、従属的スライスセグ
メント（dependent　slice　segment）と独立的スライスセグメント（independent　slic
e　segment）とに分類される。従属的スライスセグメントでは、所定スライスセグメント
に対するソース符号化及びエントロピー符号化で利用されるか生成される情報が、異なる
スライスセグメントのソース符号化及びエントロピー符号化のために参照される。復号化
時にも、同様に従属的スライスセグメントのうち所定スライスセグメントに対するエント
ロピー復号化において、パージング情報及びソース復号化で利用されるか復元される情報
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が、異なるスライスセグメントのエントロピー復号化及びソース復号化のために参照され
る。
【０１３３】
　独立的スライスセグメントでは、スライスセグメント別に、ソース符号化及びエントロ
ピー符号化で利用されたり生成されたりする情報が互いに全然参照されず、独立して符号
化される。復号化時にも、同様に独立的スライスセグメントのエントロピー復号化及びソ
ース復号化のために、他のスライスセグメントのパージング情報及び復元情報は、全然利
用されない。
【０１３４】
　スライスセグメントのタイプが従属的スライスセグメントであるか、あるいは独立的ス
ライスセグメントであるかということについての情報は、スライスセグメントヘッダに収
録されて伝送される。ピクチャ３０１の復号化時には、スライスセグメントヘッダから、
スライスセグメントタイプについての情報をパージングし、スライスセグメントのタイプ
によって、現在スライスセグメントを、他のスライスセグメントを参照して復元するか、
あるいは他のスライスセグメントとは独立して復号化するかということを決定することが
できる。
【０１３５】
　特に、独立的スライスセグメントのスライスセグメントヘッダのシンタックス成分（sy
ntax　elements）の値、すなわち、ヘッダ情報は、先行するスライスセグメントのヘッダ
情報から類推して決定されることがない。これに対し、従属的スライスセグメントのスラ
イスセグメントヘッダのヘッダ情報は、先行するスライスセグメントのヘッダ情報から類
推して決定される。
【０１３６】
　各スライスは、整数個のＬＣＵを含んでもよい。また、１つのスライスは、少なくとも
１つのスライスセグメントを含んでもよい。１つのスライスがスライスセグメントを一つ
のみ含むならば、独立的スライスセグメントを含む。また、１つのスライスは、１つの独
立的スライスセグメントと、独立的スライスセグメントとに続き、少なくとも１つの従属
的スライスセグメントをさらに含んでもよい。１つのスライスに含まれる少なくとも１つ
のスライスセグメントは、同一アクセスユニット（access　unit）を介して送受信される
。
【０１３７】
　ピクチャ４１０の上段スライスが、１つの独立的スライスセグメント４２１と、２つの
従属的スライスセグメント４３３，４３５と、を含んでいる。ピクチャ４１０の下段スラ
イスは、１つの独立的スライスセグメント４４１だけで構成されている。
【０１３８】
　以下、図５ないし図７を参照し、エントロピー復号化を介したシンボルのパージング過
程について詳細に説明する。
【０１３９】
　図５は、一実施形態によるＣＡＢＡＣパージング動作５０のフローチャートを図示して
いる。
【０１４０】
　一実施形態によって、ビデオエントロピー復号化装置２０がＣＡＢＡＣ復号化を行う場
合、ＣＡＢＡＣパージング動作５０を介して、所定シンタックス要素に係わるシンボルを
パージングすることができる。
【０１４１】
　動作５１１を介して、ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在パージングするシン
タックス要素がスライスセグメント、タイルまたはＬＣＵ列などのサブセットにおいて、
最初のシンタックス要素であるか否か、すなわち、初めてパージングされるシンタックス
要素であるか否かということを決定する。
【０１４２】
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　最初のシンタックス要素であるならば、動作５１３を介して、コンテクスト内部変数が
初期化される。コンテクスト内部変数は、現在シンタックス要素に係わるコンテクストイ
ンデックス及びコンテクストテーブルでもある。コンテクスト内部変数が既設定のデフォ
ルト値に決定される。
【０１４３】
　動作５２１を介して、ビデオエントロピー復号化装置２０は、ビットストリームから、
現在シンタックス要素を示すビンストリングを獲得することができる。動作５２３及び動
作５２４において、いったんビンストリングの最初のビンインデックスは、－１に設定し
、ビンストリングの１ビットずつ追加されながら、ビンインデックスも、１ずつ増加する
。
【０１４４】
　動作５２７を介して、ビデオエントロピー復号化装置２０は、シンタックス要素の現在
ビンインデックスに対応するコンテクスト変数を獲得することができる。例えば、現在ビ
ンインデックスに対応するコンテクスト変数は、コンテクストテーブル、コンテクストイ
ンデックス及びバイパスフラグを含んでもよい。各シンタックス要素の各ビンインデック
スに対応するように、既設定のコンテクスト変数に係わるデータがビデオエントロピー復
号化装置２０にあらかじめ保存されている。既保存のデータを基に、現在シンタックス要
素のビンインデックスに対応するコンテクスト変数が選択される。
【０１４５】
　動作５２９を介して、ビデオエントロピー復号化装置２０は、ビンストリングのコンテ
クスト変数に対応するビット列を復号化することができる。シンタックス要素別に、ビン
インデックスによってあらかじめ設定されたバイパスフラグに係わるデータを基に、現在
ビンインデックスに割り当てられるバイパス状態が決定される。シンタックス要素別に、
現在符号化されるデータ単位（符号化単位、変換単位、予測単位など）の現在状態や属性
（データ単位のスキャンインデックス、カラー成分インデックス、データ単位の大きさな
ど）に基づいて、コンテクストインデックスが決定される。コンテクストテーブルにおい
て、現在コンテクストインデックス及びバイパス状態に対応するビット列が決定される。
【０１４６】
　動作５３１を介して、ビデオエントロピー復号化装置２０は、現在シンタックス要素に
おいて使用可能なビット列を収録するデータと、動作５２９を介して決定された現在ビッ
ト列とを比較することができる。現在決定されたビット列が、ビット列データに属さない
のであるならば、さらに動作５２５に戻り、ビンインデックスを１ほど増加させて１ビッ
トを追加されたビンストリングに対し、さらにコンテクスト変数を決定し、ビット列を復
号化する動作５２７，５２９が反復される。
【０１４７】
　動作５２９を介して決定された現在ビット列が、シンタックス要素に係わるビット列デ
ータに属するならば、動作５３３を介して、現在シンタックス要素がＰＣＭモードである
ということを示す情報「ｐｃｍ＿flag」でありながら、シンタックス要素値がＰＣＭモー
ドであるということを示すか否かということが判断される。動作５２９を介して、ＰＣＭ
モードの最大符号化単位であるということが決定されるならば、動作５３５において、復
号化動作５０が初期化される。
【０１４８】
　ＰＣＭモードではないならば、動作５３７を介して、現在シンタックス要素が現在サブ
セット（ＬＣＵまたはスライスセグメント）において最後のシンタックス要素であるか否
か、すなわち、最後にパージングされる対象であるか否かということが判断される。最後
のシンタックス要素であるならば、動作５３９において、現在ＬＣＵで最終的に更新され
たコンテックスト変数が保存される。
【０１４９】
　コンテックスト変数の保存が完了するか、あるいは最後のシンタックス要素ではないな
らば、現在シンタックス要素に係わるパージング過程が完了する。
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【０１５０】
　動作５３９で保存されたコンテクスト変数は、他ののエントロピー復号化のために利用
される。図６Ａは、保存されたコンテクスト変数を利用するエントロピー復号化過程を図
示している。
【０１５１】
　サブセットが、各ＬＣＵ行（row）である場合、以前ＬＣＵ行の最終コンテクスト変数
を利用して、現在ＬＣＵ行の初期コンテクスト変数が決定される。
【０１５２】
　例えば、映像６０において、現在ＬＣＵ行の最初のＬＣＵの初期コンテクスト変数は、
真上に位置するＬＣＵ行の最後のＬＣＵの最終コンテクスト変数として決定、すなわち、
同期化される。従って、最初のＬＣＵ行の最初のＬＣＵ６１は、初期コンテクスト変数は
、デフォルトコンテクスト変数に設定されるが、２番目ＬＣＵ行の最初のＬＣＵ６３の初
期コンテクスト変数６３１は、最初のＬＣＵ行の最後のＬＣＵ６２の最終コンテクスト変
数６２９に決定され、３番目ＬＣＵ行の最初のＬＣＵ６５の初期コンテクスト変数６５１
は、２番目ＬＣＵ行の最後のＬＣＵ６４の最終コンテクスト変数６４９として決定される
。
【０１５３】
　もし同期化距離が１である場合には、現在ＬＣＵのコンテクスト変数の同期化のために
、コンテクスト保存部２６は、上端ＬＣＵ行の２番目最大符号化単位のコンテクスト変数
を利用することができる。従って、上端ＬＣＵ行の２番目最大符号化単位の更新が完了し
、最終コンテクスト変数が決定されれば保存し、保存された上端ＬＣＵ行の最終コンテク
スト変数を利用して、現在ＬＣＵ行の最大符号化単位のコンテクスト変数を決定すること
ができる。
【０１５４】
　図６Ｂは、一実施形態によるＣＡＢＡＣコンテクスト変数の保存動作５３９の詳細フロ
ーチャートを図示している。
【０１５５】
　動作５５１において、コンテクスト保存部１６，２６は、現在ＬＣＵが現在サブセット
において２番目ＬＣＵであり、現在ピクチャにおいて、コンテクスト変数の同期化が行わ
れなければならないか否かということを判断することができる。コンテクスト変数の同期
化が必要であり、現在ＬＣＵが２番目ＬＣＵであるならば、動作５５３において、コンテ
クスト保存部１６，２６は、ウエーブフロントコーディング（ＷＰＰ：wavefront　paral
lel　processing）のために、現在ＬＣＵの最終コンテクスト変数を保存することができ
る。ウエーブフロントコーディングの場合、図６Ａにおいて、同期化距離が１である場合
のように、現在ＬＣＵ行の最初のＬＣＵのコンテクスト変数は、上端ＬＣＵ行の２番目Ｌ
ＣＵで保存されたコンテクスト変数に同期化される。
【０１５６】
　動作５６１において、コンテクスト保存部１６，２６は、現在ＬＣＵが現在スライスセ
グメントにおいて、最後のＬＣＵであり、現在ピクチャに従属的スライスセグメントが存
在するか否かということを判断することができる。従属的スライスセグメントが存在し、
現在スライスセグメントが最後のスライスセグメントであるならば、動作５６３において
コンテクスト保存部１６，２６は、後続する従属的スライスセグメントのために、現在Ｌ
ＣＵの最終コンテクスト変数を保存することができる。
【０１５７】
　図７は、一実施形態によるスライスセグメントヘッダのシンタックスを図示している。
【０１５８】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、スライスセグメントヘッダ７１から、現在スラ
イスセグメントのエントリーポイントオフセットに係わる情報を獲得することができる。
具体的に見れば、現在スライスセグメントが含まれたピクチャにおいて、スライスセグメ
ントがタイルの存在可能性「tiles＿enabled＿flag」の条件と、ＬＣＵ別にコンテクスト
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変数の同期化可能性「entropy＿coding＿ｓｙｎｃ＿enabled＿flag」の条件とのうち少な
くとも１つの条件を満足する場合（７２）、スライスセグメントヘッダ７１は、現在スラ
イスセグメントに含まれたサブセットのエントリーポイントの個数を示す情報「ｎｕｍ＿
entry＿point＿offsets」を収録する（７３）。また、エントリーポイントの個数ほど、
各エントピポイントごとに（７４）、実際エントリーポイント別オフセットより１ほど小
さい数を示す情報「entry＿point＿offset＿minus１［ｉ］」が割り当てられる（７５）
。
【０１５９】
　サブセットが２以上存在するならば、サブセットオフセットが０より大きい数でなけれ
ばならないので、エントリーポイントオフセット情報「entry＿point＿offset＿minus１
［ｉ］」は、実際サブセットオフセットから１を差し引いた値に決定される。従って、実
際サブセットオフセットは、エントリーポイントオフセット情報「entry＿point＿offset
＿minus１［ｉ］」が示す数に１ほど増加させた値でもある。
【０１６０】
　各サブセットごとに割り当てられたエントリーポイントオフセット情報「entry＿point
＿offset＿minus１［ｉ］」を利用して、以前サブセットから現在サブセットまでのサブ
セットオフセットを合算することにより、現在の最初バイトが決定される。従って、以前
サブセットから現在サブセットまで各のエントリーポイントオフセット情報「entry＿poi
nt＿offset＿minus１［ｉ］」が示す数に１ほど増加した値を合算した結果値が、現在の
最初バイトに決定される。
【０１６１】
　各サブセットを構成するバイトのインデックスは、０から始まり、最初バイトを示すバ
イトインデックスは、０である。従って、現在の最初バイトに、現在サブセットに割り当
てられたエントリーポイントオフセット情報「entry＿point＿offset＿minus１［ｉ］」
が示す数を合算し、現在の最後バイトが決定される。
【０１６２】
　一実施形態によるエントロピー符号化装置１０、及び一実施形態によるエントロピー復
号化装置２０において、ビデオデータが分割されるブロックが最大符号化単位であり、各
最大符号化単位は、ツリー構造の符号化単位に分割されるという点は、前述の通りである
。以下、図８ないし図２０を参照し、一実施形態による最大符号化単位及びツリー構造の
符号化単位に基づいたビデオ符号化方法及びその装置、ビデオ復号化方法及びその装置に
ついて開示する。
【０１６３】
　図８は、本発明の一実施形態による、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ符
号化装置１００のブロック図である。
【０１６４】
　一実施形態によって、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ予測を伴うビデオ
符号化装置１００は、符号化単位決定部１２０及び出力部１３０を含む。以下、説明の便
宜のために、一実施形態による、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ予測を伴
うビデオ符号化装置１００は、「ビデオ符号化装置１００」と縮約して指称する。
【０１６５】
　符号化単位決定部１２０は、映像の現在ピクチャのための最大サイズの符号化単位であ
る最大符号化単位に基づいて、現在ピクチャを区画することができる。現在ピクチャが最
大符号化単位より大きければ、現在ピクチャの映像データは、少なくとも１つの最大符号
化単位に分割される。一実施形態による最大符号化単位は、サイズ３２ｘ３２，６４ｘ６
４，１２８ｘ１２８，２５６ｘ２５６のようなデータ単位であり、縦横に大きさが２の累
乗である正方形のデータ単位でもある。
【０１６６】
　一実施形態による符号化単位は、最大サイズ及び最大深度で特徴づけられる。深度とは
、最大符号化単位から符号化単位が空間的に分割された回数を示し、深度が深くなるほど
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、深度別符号化単位は、最大符号化単位から最小符号化単位まで分割される。最大符号化
単位の深度が最上位深度であり、最小符号化単位が最下位符号化単位であると定義される
。最大符号化単位は、深度が深くなるにつれ、深度別符号化単位の大きさは小さくなるの
で、上位深度の符号化単位は、複数個の下位深度の符号化単位を含んでもよい。
【０１６７】
　前述のように、符号化単位の最大サイズにより、現在ピクチャの映像データを最大符号
化単位に分割し、それぞれの最大符号化単位は、深度別に分割される符号化単位を含んで
もよい。一実施形態による最大符号化単位は、深度別に分割されるので、最大符号化単位
に含まれた空間領域（spatial　domain）の映像データは、深度によって階層的に分類さ
れる。
【０１６８】
　最大符号化単位の高さ及び幅を階層的に分割することができる総回数を制限する最大深
度、及び符号化単位の最大サイズがあらかじめ設定されている。
【０１６９】
　符号化単位決定部１２０は、深度ごとに最大符号化単位の領域が分割された少なくとも
１つの分割領域を符号化し、少なくとも１つの分割領域別に、最終符号化結果が出力され
る深度を決定する。すなわち、符号化単位決定部１２０は、現在ピクチャの最大符号化単
位ごとに、深度別符号化単位で映像データを符号化し、最小の符号化誤差が発生する深度
を選択し、符号化深度として決定する。決定された符号化深度及び最大符号化単位別映像
データは、出力部１３０に出力される。
【０１７０】
　最大符号化単位内の映像データは、最大深度以下の少なくとも１つの深度によって、深
度別符号化単位に基づいて符号化され、それぞれの深度別符号化単位に基づいた符号化結
果が比較される。深度別符号化単位の符号化誤差の比較結果、符号化誤差が最小である深
度が選択される。それぞれの最大化符号化単位ごとに、少なくとも１つの符号化深度が決
定される。
【０１７１】
　最大符号化単位の大きさは、深度が深くなるにつれ、符号化単位が階層的に分割されて
分割され、符号化単位の個数は増加する。また、１つの最大符号化単位に含まれる同一深
度の符号化単位であるとしても、それぞれのデータに対する符号化誤差を測定し、下位深
度への分割いかんが決定される。従って、１つの最大符号化単位に含まれるデータである
としても、位置によって深度別符号化誤差が異なるので、位置によって符号化深度が異な
って決定される。従って、１つの最大符号化単位について、符号化深度が一つ以上設定さ
れ、最大符号化単位のデータは、一つ以上の符号化深度の符号化単位によって区画される
。
【０１７２】
　従って、一実施形態による符号化単位決定部１２０は、現在最大符号化単位に含まれる
ツリー構造による符号化単位が決定される。一実施形態による「ツリー構造による符号化
単位」は、現在最大符号化単位に含まれる全ての深度別符号化単位において、符号化深度
に決定された深度の符号化単位を含む。符号化深度の符号化単位は、最大符号化単位内に
おいて、同一領域では、深度によって階層的に決定され、他の領域については、独立して
決定される。同様に、現在領域に係わる符号化深度は、他の領域に係わる符号化深度と独
立して決定される。
【０１７３】
　一実施形態による最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位までの分割回数と係
わる指標である。一実施形態による第１最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位
までの全分割回数を示すことができる。一実施形態による第２最大深度は、最大符号化単
位から最小符号化単位までの深度レベルの総個数を示すことができる。例えば、最大符号
化単位の深度が０であるとするとき、最大符号化単位が１回分割された符号化単位の深度
は１に設定され、２回分割された符号化単位の深度は２に設定される。その場合、最大符



(25) JP 5990350 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

号化単位から４回分割された符号化単位が最小符号化単位であるならば、深度０，１，２
，３及び４の深度レベルが存在するので、第１最大深度は４、第２最大深度は５に設定さ
れる。
【０１７４】
　最大符号化単位の予測符号化及び変換が行われる。予測符号化及び変換も同様に、最大
符号化単位ごとに、最大深度以下の深度ごとに、深度別符号化単位を基に行われる。
【０１７５】
　最大符号化単位が深度別に分割されるたびに、深度別符号化単位の個数が増加するので
、深度が深くなるにつれて生成される全ての深度別符号化単位に対して、予測符号化及び
変換を含んだ符号化が行われなければならない。以下、説明の便宜のために、少なくとも
１つの最大符号化単位のうち、現在深度の符号化単位を基に、予測符号化及び変換につい
て説明する。
【０１７６】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のためのデータ単位
の大きさまたは形態を多様に選択することができる。映像データの符号化のためには、予
測符号化、変換、エントロピー符号化などの段階を経るが、全ての段階にわたって、同一
データ単位が使用され、段階別にデータ単位が変更されてもよい。
【０１７７】
　例えば、ビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のための符号化単位だけでは
なく、符号化単位の映像データの予測符号化を行うために、符号化単位と異なるデータ単
位を選択することができる。
【０１７８】
　最大符号化単位の予測符号化のためには、一実施形態による符号化深度の符号化単位、
すなわち、それ以上さらに分割されない符号化単位を基に、予測符号化が行われる。以下
、予測符号化の基になる、それ以上さらに分割されない符号化単位を「予測単位」と指称
する。予測単位が分割されたパーティションは、予測単位、並びに予測単位の高さ及び幅
のうち少なくとも一つが分割されたデータ単位を含んでもよい。パーティションは、符号
化単位の予測単位が分割された形態のデータ単位であり、予測単位は、符号化単位と同一
サイズのパーティションでもある。
【０１７９】
　例えば、サイズ２Ｎｘ２Ｎ（ただし、Ｎは正の整数）の符号化単位が、それ以上分割さ
れない場合、サイズ２Ｎｘ２Ｎの予測単位になり、パーティションの大きさは、２Ｎｘ２
Ｎ、２ＮｘＮ、Ｎｘ２Ｎ、ＮｘＮなどでもある。一実施形態によるパーティションタイプ
は、予測単位の高さまたは幅が、対称的な比率に分割された対称的パーティションだけで
はなく、１：ｎまたはｎ：１のように、非対称的な比率に分割されたパーティション、幾
何学的な形態に分割されたパーティション、任意的形態のパーティションなどを選択的に
含んでもよい。
【０１８０】
　予測単位の予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち
少なくとも一つでもある。例えば、イントラモード及びインターモードは、２Ｎｘ２Ｎ，
２ＮｘＮ，Ｎｘ２Ｎ，ＮｘＮサイズのパーティションに対して遂行される。また、スキッ
プモードは、２Ｎｘ２Ｎサイズのパーティションに対してのみ遂行される。符号化単位以
内の１つの予測単位ごとに独立して符号化が行われ、符号化誤差が最小である予測モード
が選択される。
【０１８１】
　また、一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のための符号
化単位だけではなく、符号化単位と異なるデータ単位を基に、符号化単位の映像データの
変換を行うことができる。符号化単位の変換のためには、符号化単位より小さいか、ある
いはそれと同じ大きさの変換単位を基に変換が行われる。例えば、変換単位は、イントラ
モードのためのデータ単位、及びインターモードのための変換単位を含んでもよい。
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【０１８２】
　一実施形態によるツリー構造による符号化単位と類似した方式で、符号化単位内の変換
単位も、再帰的にさらに小サイズの変換単位に分割されながら、符号化単位のレジデュア
ルデータが変換深度によって、ツリー構造による変換単位によって区画される。
【０１８３】
　一実施形態による変換単位についても、符号化単位の高さ及び幅が分割され、変換単位
に至るまでの分割回数を示す変換深度が設定される。例えば、サイズ２Ｎｘ２Ｎの現在符
号化単位の変換単位の大きさが２Ｎｘ２Ｎであるならば、変換深度０に設定され、変換単
位の大きさがＮｘＮであるならば、変換深度１に設定され、変換単位の大きさがＮ／２ｘ
Ｎ／２であるならば、変換深度２に設定される。すなわち、変換単位についても、変換深
度によってツリー構造による変換単位が設定される。
【０１８４】
　符号化深度別符号化情報は、符号化深度だけではなく、予測関連情報及び変換関連情報
が必要である。従って、符号化単位決定部１２０は、最小符号化誤差を発生させた符号化
深度だけではなく、予測単位をパーティションに分割したパーティションタイプ、予測単
位別予測モード、変換のための変換単位の大きさなどを決定することができる。
【０１８５】
　一実施形態による最大符号化単位のツリー構造による符号化単位及び予測単位／パーテ
ィション、並びに変換単位の決定方式については、図１０ないし図２０を参照して詳細に
後述する。
【０１８６】
　符号化単位決定部１２０は、深度別符号化単位の符号化誤差を、ラグランジュ乗数（La
grangian　multiplier）基盤の率歪曲最適化技法（rate-distortion　optimization）を
利用して測定することができる。
【０１８７】
　出力部１３０は、符号化単位決定部１２０で決定された少なくとも１つの符号化深度に
基づいて符号化された最大符号化単位の映像データ及び深度別符号化モードについての情
報をビットストリーム形態で出力する。
【０１８８】
　符号化された映像データは、映像のレジデュアルデータの符号化結果でもある。
【０１８９】
　深度別符号化モードについての情報は、符号化深度情報、予測単位のパーティションタ
イプ情報、予測モード情報、変換単位の大きさ情報などを含んでもよい。
【０１９０】
　符号化深度情報は、現在深度で符号化せず、下位深度の符号化単位で符号化するか否か
ということを示す深度別分割情報を利用して定義される。現在符号化単位の現在深度が符
号化深度であるならば、現在符号化単位は、現在深度の符号化単位で符号化されるので、
現在深度の分割情報は、それ以上下位深度に分割されないように定義される。反対に、現
在符号化単位の現在深度が符号化深度ではないならば、下位深度の符号化単位を利用した
符号化を試みなければならないので、現在深度の分割情報は、下位深度の符号化単位に分
割されるように定義される。
【０１９１】
　現在深度が符号化深度ではないならば、下位深度の符号化単位に分割された符号化単位
に対して符号化が行われる。現在深度の符号化単位内に、下位深度の符号化単位が一つ以
上存在するので、それぞれの下位深度の符号化単位ごとに反復的に符号化が行われ、同一
深度の符号化単位ごとに、再帰的（recursive）符号化が行われる。
【０１９２】
　１つの最大符号化単位内で、ツリー構造の符号化単位が決定され、符号化深度の符号化
単位ごとに、少なくとも１つの符号化モードについての情報が決定されなければならない
ので、１つの最大符号化単位については、少なくとも１つの符号化モードについての情報
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が決定される。また、最大符号化単位のデータは、深度によって階層的に区画され、位置
別に符号化深度が異なるので、データについて、符号化深度及び符号化モードについての
情報が設定される。
【０１９３】
　従って、一実施形態による出力部１３０は、最大符号化単位に含まれている符号化単位
、予測単位及び最小単位のうち少なくとも一つに対して、当該符号化深度及び符号化モー
ドに係わる符号化情報を割り当てられる。
【０１９４】
　一実施形態による最小単位は、最下位符号化深度である最小符号化単位が４分割された
大きさの正方形のデータ単位である。一実施形態による最小単位は、最大符号化単位に含
まれる全ての符号化単位、予測単位、パーティション単位及び変換単位の中に含まれてい
る最大サイズの正方形データ単位でもある。
【０１９５】
　例えば、出力部１３０を介して出力される符号化情報は、深度別符号化単位別符号化情
報と、予測単位別符号化情報とに分類される。深度別符号化単位別符号化情報は、予測モ
ード情報、パーティションサイズ情報を含んでもよい。予測単位別に伝送される符号化情
報は、インターモードの推定方向についての情報、インターモードの参照映像インデック
スについての情報、動きベクトルについての情報、イントラモードのクロマ成分について
の情報、イントラモードの補間方式についての情報などを含んでもよい。
【０１９６】
　ピクチャ別、スライスセグメント別またはＧＯＰ（group　of　picture）別に定義され
る符号化単位の最大サイズについての情報、及び最大深度についての情報は、ビットスト
リームのヘッダ、シーケンスパラメータセットまたはピクチャパラメータセットなどに挿
入される。
【０１９７】
　また、現在ビデオに対して許容される変換単位の最大サイズについての情報、及び変換
単位の最小サイズについての情報も、ビットストリームのヘッダ、シーケンスパラメータ
セットまたはピクチャパラメータセットなどを介して出力される。出力部１３０は、予測
と係わる参照情報、予測情報、スライスセグメントタイプ情報などを符号化して出力する
ことができる。
【０１９８】
　ビデオ符号化装置１００の最も簡単な形態の実施形態によれば、深度別符号化単位は、
１階層上位深度の符号化単位の高さ及び幅を半分にした大きさの符号化単位である。すな
わち、現在深度の符号化単位の大きさが、２Ｎｘ２Ｎであるならば、下位深度の符号化単
位の大きさは、ＮｘＮである。また、２Ｎｘ２Ｎサイズの現在符号化単位は、ＮｘＮサイ
ズの下位深度符号化単位を最大４個含んでもよい。
【０１９９】
　従って、ビデオ符号化装置１００は、現在ピクチャの特性を考慮して決定された最大符
号化単位の大きさ及び最大深度を基に、それぞれの最大符号化単位ごとに、最適の形態及
び大きさの符号化単位を決定し、ツリー構造による符号化単位を構成することができる。
また、それぞれの最大符号化単位ごとに、多様な予測モード、変換方式などで符号化する
ことができるので、多様な映像サイズの符号化単位の映像特性を考慮し、最適の符号化モ
ードが決定される。
【０２００】
　従って、映像の解像度が非常に高いか、あるいはデータ量が非常に多い映像を既存マク
ロブロック単位で符号化するならば、ピクチャ当たりマクロブロックの数が過度に多くな
る。それにより、マクロブロックごとに生成される圧縮情報も多くなるので、圧縮情報の
伝送負担が大きくなり、データ圧縮効率が低下する傾向がある。従って、一実施形態によ
るビデオ符号化装置は、映像の大きさを考慮し、符号化単位の最大サイズを増大させなが
ら、映像特性を考慮して符号化単位を調節することができるので、映像圧縮効率が上昇す
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る。
【０２０１】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００が、最大符号化単位ごとにツリー構造の符号
化単位を決定し、符号化単位ごとに符号化を行った結果、シンボルが生成される。一実施
形態によるビデオエントロピー符号化装置１０は、最大符号化単位ごとに、シンボルに対
して、エントロピー符号化を行うことができる。特に、ビデオエントロピー符号化装置１
０は、ピクチャが分割されたスライスセグメントまたはタイルごとに、横方向に連続する
最大符号化単位で構成された最大符号化単位列に沿って、各最大符号化単位に係わるエン
トロピー符号化を行うことができる。また、エントロピー符号化装置１０は、２以上の最
大符号化単位列に対するエントロピー符号化を同時に並列処理することができる。
【０２０２】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、最大符号化単位別に符号化を行って決定された
シンボルに対して二進化を行い、シンボルのビット列を生成することができる。最大符号
化単位のシンボルに対応するシンタックス要素値のビンインデックス別コンテクスト変数
が決定され、シンタックス要素のコンテクスト変数に基づいて、シンタックス要素値を示
すビンストリングを決定することができる。ビデオエントロピー符号化装置１０は、現在
シンタックス要素値に係わるコンテクストテーブルにおいて、現在決定されたコンテクス
ト変数が示すビンストリングを採択することができる。
【０２０３】
　ビデオエントロピー符号化装置１０は、最大符号化単位に係わる全てのシンタックス要
素に係わるビンストリングを生成した後、最大符号化単位で決定されたコンテクスト変数
を保存するか否かということを決定することができる。シンタックス要素が、最大符号化
単位において、最後のシンタックス要素であり、最大符号化単位が含まれたピクチャに、
従属的スライスセグメントが含まれ、最大符号化単位がスライスセグメントにおいて、最
後の最大符号化単位である場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数が保存される
。
【０２０４】
　コンテクスト保存部１６は、スライスセグメントが、独立的スライスセグメントである
か、あるいは従属的スライスセグメントであるかということと係わりなく、ピクチャに従
属的スライスセグメントが含まれている場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数
を保存することができる。
【０２０５】
　ピクチャに、複数個のスライスセグメントが含まれているとき、現在スライスセグメン
トの次に位置する従属的スライスセグメントの最初の最大符号化単位のコンテクスト変数
に対するエントロピー符号化のために、現在スライスセグメントに保存されたコンテクス
ト変数が利用される。
【０２０６】
　図９は、本発明の一実施形態による、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ復
号化装置２００のブロック図である。
【０２０７】
　一実施形態による、ツリー構造による符号化単位に基づいたビデオ予測を伴うビデオ復
号化装置２００は、受信部２１０、映像データ及び符号化情報抽出部２２０及び映像デー
タ復号化部２３０を含む。以下、説明の便宜のために、一実施形態による、ツリー構造に
よる符号化単位に基づいたビデオ予測を伴うビデオ復号化装置２００は、「ビデオ復号化
装置２００」と縮約して指称する。
【０２０８】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の復号化動作のための符号化単位、深度、予
測単位、変換単位、各種符号化モードについての情報など各種用語の定義は、図８及びビ
デオ符号化装置１００を参照して説明したところと同一である。
【０２０９】
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　受信部２１０は、符号化されたビデオに係わるビットストリームを受信してパージング
する。映像データ及び符号化情報抽出部２２０は、パージングされたビットストリームか
ら、最大符号化単位別に、ツリー構造による符号化単位によって、符号化単位ごとに符号
化された映像データを抽出し、映像データ復号化部２３０に出力する。映像データ及び符
号化情報抽出部２２０は、現在ピクチャに係わるヘッダ、シーケンスパラメータセットま
たはピクチャパラメータセットから、現在ピクチャの符号化単位の最大サイズについての
情報を抽出することができる。
【０２１０】
　また、映像データ及び符号化情報抽出部２２０は、パージングされたビットストリーム
から、最大符号化単位別に、ツリー構造による符号化単位に係わる符号化深度及び符号化
モードについての情報を抽出する。抽出された符号化深度及び符号化モードについての情
報は、映像データ復号化部２３０に出力される。すなわち、ビット列の映像データを最大
符号化単位に分割し、映像データ復号化部２３０をして最大符号化単位ごとに映像データ
を復号化させる。
【０２１１】
　最大符号化単位別符号化深度及び符号化モードについての情報は、一つ以上の符号化深
度情報について設定され、符号化深度別符号化モードについての情報は、当該符号化単位
のパーティションタイプ情報、予測モード情報及び変換単位の大きさ情報などを含んでも
よい。また、符号化深度情報として、深度別分割情報が抽出されてもよい。
【０２１２】
　映像データ及び符号化情報抽出部２２０が抽出した最大符号化単位別符号化深度及び符
号化モードについての情報は、一実施形態によるビデオ符号化装置１００のように、符号
化端において、最大符号化単位別深度別符号化単位ごとに反復的に符号化を行い、最小符
号化誤差を発生させることによって決定された符号化深度及び符号化モードについての情
報である。従って、ビデオ復号化装置２００は、最小符号化誤差を発生させる符号化方式
によってデータを復号化し、映像を復元することができる。
【０２１３】
　一実施形態による符号化深度及び符号化モードに係わる符号化情報は、当該符号化単位
、予測単位及び最小単位のうち所定データ単位に対して割り当てられているので、映像デ
ータ及び符号化情報抽出部２２０は、所定データ単位別に、符号化深度及び符号化モード
についての情報を抽出することができる。所定データ単位別に、当該最大符号化単位の符
号化深度及び符号化モードについての情報が記録されているならば、同一符号化深度及び
符号化モードについての情報を有している所定データ単位は、同一最大符号化単位に含ま
れるデータ単位と類推される。
【０２１４】
　映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位別符号化深度及び符号化モードについて
の情報に基づいて、それぞれの最大符号化単位の映像データを復号化し、現在ピクチャを
復元する。すなわち、映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位に含まれるツリー構
造による符号化単位においてそれぞれの符号化単位ごとに、読み取られたパーティション
タイプ、予測モード、変換単位に基づいて符号化された映像データを復号化することがで
きる。復号化過程は、イントラ予測及び動き補償を含む予測過程、及び逆変換過程を含ん
でもよい。
【０２１５】
　映像データ復号化部２３０は、符号化深度別符号化単位の予測単位のパーティションタ
イプ情報及び予測モード情報に基づいて、符号化単位ごとに、それぞれのパーティション
及び予測モードによって、イントラ予測または動き補償を行うことができる。
【０２１６】
　また、映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位別逆変換のために、符号化単位別
に、ツリー構造による変換単位情報を読み取り、符号化単位ごとに、変換単位に基づいた
逆変換を行うことができる。逆変換を介して、符号化単位の空間領域の画素値が復元され
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る。
【０２１７】
　映像データ復号化部２３０は、深度別分割情報を利用して、現在最大符号化単位の符号
化深度を決定することができる。もし分割情報が現在深度において、それ以上分割されな
いということを示しているならば、現在深度が符号化深度である。従って、映像データ復
号化部２３０は、現在最大符号化単位の映像データに対して、現在深度の符号化単位を、
予測単位のパーティションタイプ、予測モード及び変換単位サイズ情報を利用して復号化
することができる。
【０２１８】
　すなわち、符号化単位、予測単位及び最小単位のうち所定データ単位に対して設定され
ている符号化情報を観察し、同一分割情報を含んだ符号化情報を保有しているデータ単位
が集まり、映像データ復号化部２３０によって同一符号化モードで復号化する１つのデー
タ単位で見なされる。そのように決定された符号化単位ごとに、符号化モードについての
情報を獲得し、現在符号化単位の復号化が行われる。
【０２１９】
　受信部２１０は、図２Ａを参照して説明したビデオエントロピー復号化装置２０を含ん
でもよい。ビデオエントロピー復号化装置２０は、受信されたビットストリームから、多
数の最大符号化単位列をパージングすることができる。
【０２２０】
　受信部２１０が、ビットストリームから第１最大符号化単位列及び第２最大符号化単位
列を抽出すれば、ビデオエントロピー復号化装置２０は、第１最大符号化単位列に対して
エントロピー復号化を行い、第１最大符号化単位列の最大符号化単位のシンボルを順次に
復元することができる。
【０２２１】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、ビットストリームから獲得した最大符号化単位
に係わるビンストリングとビンインデックスとを決定することができる。各シンタックス
要素について、コンテクスト変数とビンストリングとの対応関係を収録するコンテクスト
テーブルに係わるデータを保存している。ビデオエントロピー復号化装置２０は、コンテ
クストテーブルに基づいて、現在コンテクスト変数において、シンタックス要素に割り当
てられるビンストリングと、現在決定されたビンインデックスでのビンストリングとを比
較し、現在ビンストリングが示すシンタックス要素の値を決定することができる。
【０２２２】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、シンタックス要素が、最大符号化単位において
、最後のシンタックス要素であり、最大符号化単位が含まれたピクチャに、従属的スライ
スセグメントが含まれ、最大符号化単位がスライスセグメントにおいて、最後の最大符号
化単位である場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数を保存することができる。
スライスセグメントが、独立的スライスセグメントであるか、あるいは従属的スライスセ
グメントであるかということと係わりなく、ピクチャに従属的スライスセグメントが含ま
れている場合、最大符号化単位に係わるコンテクスト変数が保存される。
【０２２３】
　ピクチャに、複数個のスライスセグメントが含まれているとき、現在スライスセグメン
トの次に位置する従属的スライスセグメントの最初の最大符号化単位のコンテクスト変数
に対するエントロピー符号化のために、現在スライスセグメントに保存されたコンテクス
ト変数が利用される。
【０２２４】
　ビデオエントロピー復号化装置２０は、各シンタックス要素の値を利用して、最大符号
化単位のシンボルを復元することができる。
【０２２５】
　結局、ビデオ復号化装置２００は、符号化過程において、最大符号化単位ごとに再帰的
に符号化を行い、最小符号化誤差を発生させた符号化単位に係わる情報を獲得し、現在ピ
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クチャに対する復号化に利用することができる。すなわち、最大符号化単位ごとに、最適
符号化単位で決定されたツリー構造による符号化単位の符号化された映像データの復号化
が可能になる。
【０２２６】
　従って、高い解像度の映像またはデータ量が過度に多い映像でも、符号化端から伝送さ
れた最適符号化モードについての情報を利用して、映像の特性に適応的に決定された符号
化単位の大きさ及び符号化モードによって、効率的に映像データを復号化して復元するこ
とができる。
【０２２７】
　図１０は、本発明の一実施形態による符号化単位の概念を図示している。
【０２２８】
　符号化単位の例は、符号化単位の大きさは、幅ｘ高さで表現され、サイズ６４ｘ６４で
ある符号化単位から、サイズ３２ｘ３２，１６ｘ１６，８ｘ８を含んでもよい。サイズ６
４ｘ６４の符号化単位は、サイズ６４ｘ６４，６４ｘ３２，３２ｘ６４，３２ｘ３２のパ
ーティションに分割され、サイズ３２ｘ３２の符号化単位は、サイズ３２ｘ３２，３２ｘ
１６，１６ｘ３２，１６ｘ１６のパーティションに分割され、サイズ１６ｘ１６の符号化
単位は、サイズ１６ｘ１６，１６ｘ８、８ｘ１６，８ｘ８のパーティションに分割され、
サイズ８ｘ８の符号化単位は、サイズ８ｘ８，８ｘ４，４ｘ８，４ｘ４のパーティション
に分割される。
【０２２９】
　ビデオデータ３１０については、解像度が１９２０ｘ１０８０に設定され、符号化単位
の最大サイズが６４に設定され、最大深度が２に設定されている。ビデオデータ３２０に
ついては、解像度が１９２０ｘ１０８０に設定され、符号化単位の最大サイズが６４に設
定され、最大深度が３に設定されている。ビデオデータ３３０については、解像度が３５
２ｘ２８８に設定され、符号化単位の最大サイズが１６に設定され、最大深度が１に設定
されている。図１０に図示された最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位までの
全分割回数を示す。
【０２３０】
　解像度が高いか、あるいはデータ量が多い場合、符号化効率の向上だけではなく、映像
特性を正確に反映するために、符号化サイズの最大サイズが相対的に大きいことが望まし
い。従って、ビデオデータ３３０に比べ、解像度が高いビデオデータ３１０，３２０は、
符号化サイズの最大サイズが６４に選択される。
【０２３１】
　ビデオデータ３１０の最大深度が２であるので、ビデオデータ３１０の符号化単位３１
５は、長軸サイズが６４である最大符号化単位から、２回分割されて深度が２階層深くな
り、長軸サイズが３２，１６である符号化単位まで含んでもよい。一方、ビデオデータ３
３０の最大深度が１であるので、ビデオデータ３３０の符号化単位３３５は、長軸サイズ
が１６である符号化単位から、１回分割されて深度が１階層深くなり、長軸サイズが８で
ある符号化単位まで含んでもよい。
【０２３２】
　ビデオデータ３２０の最大深度が３であるので、ビデオデータ３２０の符号化単位３２
５は、長軸サイズが６４である最大符号化単位から、３回分割されて深度が３階層深くな
り、長軸サイズが３２，１６，８である符号化単位まで含んでもよい。深度が深くなるほ
ど、詳細情報の表現能が向上する。
【０２３３】
　図１１は、本発明の一実施形態による、符号化単位に基づいた映像符号化部４００のブ
ロック図である。
【０２３４】
　一実施形態による映像符号化部４００は、ビデオ符号化装置１００の符号化単位決定部
１２０において、映像データを符号化するのに経る作業を含む。すなわち、イントラ予測
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部４１０は、現在フレーム４０５において、イントラモードの符号化単位に対してイント
ラ予測を行い、動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、インターモードの現在フレー
ム４０５及び参照フレーム４９５を利用して、インター推定及び動き補償を行う。
【０２３５】
　イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５から出力されたデータ
は、変換部４３０及び量子化部４４０を経て、量子化された変換係数として出力される。
量子化された変換係数は、逆量子化部４６０、逆変換部４７０を介して、空間領域のデー
タに復元され、復元された空間領域のデータは、デブロッキング部４８０及びループフィ
ルタリング部４９０を経て後処理され、参照フレーム４９５として出力される。量子化さ
れた変換係数は、エントロピー符号化部４５０を経て、ビットストリーム４５５として出
力される。
【０２３６】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００に適用されるためには、映像符号化部４００
の構成要素である、イントラ予測部４１０、動き推定部４２０、動き補償部４２５、変換
部４３０、量子化部４４０、エントロピー符号化部４５０、逆量子化部４６０、逆変換部
４７０、デブロッキング部４８０及びループフィルタリング部４９０が、いずれも最大符
号化単位ごとに最大深度を考慮し、ツリー構造による符号化単位のうちそれぞれの符号化
単位に基づいた作業を遂行しなければならない。
【０２３７】
　特に、イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、現在最大符
号化単位の最大サイズ及び最大深度を考慮し、ツリー構造による符号化単位のうちそれぞ
れの符号化単位のパーティション及び予測モードを決定し、変換部４３０は、ツリー構造
による符号化単位のうち、それぞれの符号化単位内の変換単位の大きさを決定しなければ
ならない。
【０２３８】
　特に、エントロピー符号化部４５０は、一実施形態によるビデオエントロピー符号化装
置１０に相応する。
【０２３９】
　図１２は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像復号化部５００のブロ
ック図である。
【０２４０】
　ビットストリーム５０５がパージング部５１０を経て、復号化対象である符号化された
映像データ、及び復号化のために必要な符号化についての情報がパージングされる。符号
化された映像データは、エントロピー復号化部５２０及び逆量子化部５３０を経て、逆量
子化されたデータとして出力され、逆変換部５４０を経て、空間領域の映像データが復元
される。
【０２４１】
　空間領域の映像データに対して、イントラ予測部５５０は、イントラモードの符号化単
位に対してイントラ予測を行い、動き補償部５６０は、参照フレーム５８５を共に利用し
て、インターモードの符号化単位に対して動き補償を行う。
【０２４２】
　イントラ予測部５５０及び動き補償部５６０を経た空間領域のデータは、デブロッキン
グ部５７０及びループフィルタリング部５８０を経て後処理され、復元フレーム５９５と
して出力される。また、デブロッキング部５７０及びループフィルタリング部５８０を経
て後処理されたデータは、参照フレーム５８５として出力される。
【０２４３】
　ビデオ復号化装置２００の映像データ復号化部２３０において、映像データを復号化す
るために、一実施形態による映像復号化部５００のパージング部５１０以後の段階別作業
が遂行される。
【０２４４】
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　一実施形態によるビデオ復号化装置２００に適用されるためには、映像復号化部５００
の構成要素である、パージング部５１０、エントロピー復号化部５２０、逆量子化部５３
０、逆変換部５４０、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０、デブロッキング部５７
０及びループフィルタリング部５８０が、いずれも最大符号化単位ごとに、ツリー構造に
よる符号化単位に基づいて作業を遂行しなければならない。
【０２４５】
　特に、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０は、ツリー構造による符号化単位ごと
にそれぞれ、パーティション及び予測モードを決定し、逆変換部５４０は、符号化単位ご
とに、変換単位の大きさを決定しなければならない。特に、エントロピー復号化部５２０
は、一実施形態によるビデオエントロピー復号化装置２０に相応する。
【０２４６】
　図１３は、本発明の一実施形態による、深度別符号化単位及びパーティションを図示し
ている。
【０２４７】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００、及び一実施形態によるビデオ復号化装置２
００は、映像特性を考慮するために、階層的な符号化単位を使用する。符号化単位の最大
高さ及び最大幅、最大深度は、映像の特性によって適応的に決定され、ユーザの要求によ
って、多様に設定される。あらかじめ設定された符号化単位の最大サイズにより、深度別
符号化単位の大きさが決定される。
【０２４８】
　一実施形態による符号化単位の階層構造６００は、符号化単位の最大高さ及び最大幅が
６４であり、最大深度が４である場合を図示している。そのとき、最大深度は、最大符号
化単位から最小符号化単位までの全分割回数を示す。一実施形態による符号化単位の階層
構造６００の縦軸に沿って深度が深くなるので、深度別符号化単位の高さ及び幅がそれぞ
れ分割される。また、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、それぞれの深度別符
号化単位の予測符号化の基になる予測単位及びパーティションが図示されている。
【０２４９】
　すなわち、符号化単位６１０は、符号化単位の階層構造６００において、最大符号化単
位であって深度が０であり、符号化単位の大きさ、すなわち、高さ及び幅が６４ｘ６４で
ある。縦軸に沿って深度が深くなり、サイズ３２ｘ３２である深度１の符号化単位６２０
、サイズ１６ｘ１６である深度２の符号化単位６３０、サイズ８ｘ８である深度３の符号
化単位６４０、サイズ４ｘ４である深度４の符号化単位６５０が存在する。サイズ４ｘ４
である深度４の符号化単位６５０は、最小符号化単位である。
【０２５０】
　それぞれの深度別に横軸に沿って、符号化単位の予測単位及びパーティションが配列さ
れる。すなわち、深度０のサイズ６４ｘ６４の符号化単位６１０が予測単位であるならば
、予測単位は、サイズ６４ｘ６４の符号化単位６１０に含まれるサイズ６４ｘ６４のパー
ティション６１０、サイズ６４ｘ３２のパーティション６１２、サイズ３２ｘ６４のパー
ティション６１４、サイズ３２ｘ３２のパーティション６１６に分割される。
【０２５１】
　同様に、深度１のサイズ３２ｘ３２の符号化単位６２０の予測単位は、サイズ３２ｘ３
２の符号化単位６２０に含まれるサイズ３２ｘ３２のパーティション６２０、サイズ３２
ｘ１６のパーティション６２２、サイズ１６ｘ３２のパーティション６２４、サイズ１６
ｘ１６のパーティション６２６に分割される。
【０２５２】
　同様に、深度２のサイズ１６ｘ１６の符号化単位６３０の予測単位は、サイズ１６ｘ１
６の符号化単位６３０に含まれるサイズ１６ｘ１６のパーティション６３０、サイズ１６
ｘ８のパーティション６３２、サイズ８ｘ１６のパーティション６３４、サイズ８ｘ８の
パーティション６３６に分割される。
【０２５３】



(34) JP 5990350 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

　同様に、深度３のサイズ８ｘ８の符号化単位６４０の予測単位は、サイズ８ｘ８の符号
化単位６４０に含まれるサイズ８ｘ８のパーティション６４０、サイズ８ｘ４のパーティ
ション６４２、サイズ４ｘ８のパーティション６４４、サイズ４ｘ４のパーティション６
４６に分割される。
【０２５４】
　最後に、深度４のサイズ４ｘ４の符号化単位６５０は、最小符号化単位であり、最下位
深度の符号化単位であり、当該予測単位も、サイズ４ｘ４のパーティション６５０だけに
設定される。
【０２５５】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の符号化単位決定部１２０は、最大符号化単
位６１０の符号化深度を決定するために、最大符号化単位６１０に含まれるそれぞれの深
度の符号化単位ごとに符号化を行わなければならない。
【０２５６】
　同一範囲及び同一サイズのデータを含むための深度別符号化単位の個数は、深度が深く
なるほど、深度別符号化単位の個数も増加する。例えば、深度１の符号化単位一つを含む
データに対して、深度２の符号化単位は、四つが必要である。従って、同一データの符号
化結果を深度別に比較するために、１つの深度１の符号化単位、及び４つの深度２の符号
化単位を利用して、それぞれ符号化されなければならない。
【０２５７】
　それぞれの深度別符号化のためには、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、深
度別符号化単位の予測単位ごとに符号化を行い、当該深度において、最小の符号化誤差で
ある代表符号化誤差が選択される。また、符号化単位の階層構造６００の縦軸に沿って深
度が深くなり、それぞれの深度ごとに符号化を行い、深度別代表符号化誤差を比較し、最
小符号化誤差が検索される。最大符号化単位６１０において、最小符号化誤差が発生する
深度及びパーティションが、最大符号化単位６１０の符号化深度及びパーティションタイ
プに選択される。
【０２５８】
　図１４は、本発明の一実施形態による、符号化単位及び変換単位の関係を図示している
。
【０２５９】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００、または一実施形態によるビデオ復号化装置
２００は、最大符号化単位ごとに、最大符号化単位より小さいか、あるいはそれと同じ大
きさの符号化単位において、映像を符号化／復号化する。符号化過程において、変換のた
めの変換単位の大きさは、それぞれの符号化単位ほどは大きくないデータ単位を基に選択
される。
【０２６０】
　例えば、一実施形態によるビデオ符号化装置１００、または一実施形態によるビデオ復
号化装置２００において、現在符号化単位７１０が６４ｘ６４サイズであるとき、３２ｘ
３２サイズの変換単位７２０を利用して変換が行われる。
【０２６１】
　また、６４ｘ６４サイズの符号化単位７１０のデータを、６４ｘ６４サイズ以下の３２
ｘ３２，１６ｘ１６，８ｘ８，４ｘ４サイズの変換単位にそれぞれ変換を行って符号化し
た後、原本との誤差が最小である変換単位が選択される。
【０２６２】
　図１５は、本発明の一実施形態による深度別符号化情報を図示している。
【０２６３】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の出力部１３０は、符号化モードについての
情報として、それぞれの符号化深度の符号化単位ごとに、パーティションタイプについて
の情報８００、予測モードについての情報８１０、変換単位サイズについての情報８２０
を符号化して伝送することができる。
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【０２６４】
　パーティションタイプについての情報８００は、現在符号化単位の予測符号化のための
データ単位として、現在符号化単位の予測単位が分割されたパーティションの形態につい
ての情報を示す。例えば、サイズ２Ｎｘ２Ｎの現在符号化単位ＣＵ＿０は、サイズ２Ｎｘ
２Ｎのパーティション８０２、サイズ２ＮｘＮのパーティション８０４、サイズＮｘ２Ｎ
のパーティション８０６、サイズＮｘＮのパーティション８０８のうちいずれか１つのタ
イプに分割されて利用される。その場合、現在符号化単位のパーティションタイプについ
ての情報８００は、サイズ２Ｎｘ２Ｎのパーティション８０２、サイズ２ＮｘＮのパーテ
ィション８０４、サイズＮｘ２Ｎのパーティション８０６及びサイズＮｘＮのパーティシ
ョン８０８のうち一つを示すように設定される。
【０２６５】
　予測モードについての情報８１０は、それぞれのパーティションの予測モードを示す。
例えば、予測モードについての情報８１０を介して、パーティションタイプについての情
報８００が示すパーティションが、イントラモード８１２、インターモード８１４及びス
キップモード８１６のうち一つで予測符号化が行われるかということが設定される。
【０２６６】
　また、変換単位サイズについての情報８２０は、現在符号化単位を、いかなる変換単位
を基に変換を行うかということを示す。例えば、変換単位は、第１イントラ変換単位サイ
ズ８２２、第２イントラ変換単位サイズ８２４、第１インター変換単位サイズ８２６、第
２インター変換単位サイズ８２８のうちいずれか一つである。
【０２６７】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の映像データ及び符号化情報抽出部２２０は
、それぞれの深度別符号化単位ごとに、パーティションタイプについての情報８００、予
測モードについての情報８１０、変換単位サイズについての情報８２０を抽出して復号化
に利用することができる。
【０２６８】
　図１６は、本発明の一実施形態による深度別符号化単位を図示している。
【０２６９】
　深度の変化を示すために分割情報が利用される。分割情報は、現在深度の符号化単位が
、下位深度の符号化単位に分割されるか否かということを示す。
【０２７０】
　深度０及び２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズの符号化単位９００の予測符号化のための予測単
位９１０は、２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーティションタイプ９１２、２Ｎ＿０ｘＮ＿
０サイズのパーティションタイプ９１４、Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーティションタイ
プ９１６、Ｎ＿０ｘＮ＿０サイズのパーティションタイプ９１８を含んでもよい。予測単
位が対称的な比率に分割されたパーティション９１２，９１４，９１６，９１８だけが例
示されているが、前述のように、パーティションタイプは、それらに限定されるものでは
なく、非対称的パーティション、任意的形態のパーティション、幾何学的形態のパーティ
ションなどを含んでもよい。
【０２７１】
　パーティションタイプごとに、１つの２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーティション、２
つの２Ｎ＿０ｘＮ＿０サイズのパーティション、２つのＮ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーテ
ィション、４つのＮ＿０ｘＮ＿０サイズのパーティションごとに反復的に予測符号化が行
われなければならない。サイズ２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０、サイズＮ＿０ｘ２Ｎ＿０、サイズ２
Ｎ＿０ｘＮ＿０及びサイズＮ＿０ｘＮ＿０のパーティションについては、イントラモード
及びインターモードで予測符号化が行われる。スキップモードは、サイズ２Ｎ＿０ｘ２Ｎ
＿０のパーティションについてのみ予測符号化が行われる。
【０２７２】
　サイズ２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０，２Ｎ＿０ｘＮ＿０及びＮ＿０ｘ２Ｎ＿０のパーティション
タイプ９１２，９１４，９１６のうち一つによる符号化誤差が最小であれば、それ以上下
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位深度に分割する必要ない。
【０２７３】
　サイズＮ＿０ｘＮ＿０のパーティションタイプ９１８による符号化誤差が最小であれば
、深度０を１に変更しながら分割し（９２０）、深度２及びサイズＮ＿０ｘＮ＿０のパー
ティションタイプの符号化単位９３０に対して反復的に符号化を行い、最小符号化誤差を
検索していく。
【０２７４】
　深度１及びサイズ２Ｎ＿１ｘ２Ｎ＿１（＝Ｎ＿０ｘＮ＿０）の符号化単位９３０の予測
符号化のための予測単位９４０は、サイズ２Ｎ＿１ｘ２Ｎ＿１のパーティションタイプ９
４２、サイズ２Ｎ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４４、サイズＮ＿１ｘ２Ｎ＿１
のパーティションタイプ９４６、サイズＮ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４８を
含んでもよい。
【０２７５】
　また、サイズＮ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４８による符号化誤差が最小で
あれば、深度１を深度２に変更しながら分割し（９５０）、深度２及びサイズＮ＿２ｘＮ
＿２の符号化単位９６０に対して反復的に符号化を行い、最小符号化誤差を検索していく
。
【０２７６】
　最大深度がｄである場合、深度別符号化単位は、深度ｄ－１になるまで設定され、分割
情報は、深度ｄ－２まで設定される。すなわち、深度ｄ－２から分割され（９７０）、深
度ｄ－１まで符号化が行われる場合、深度ｄ－１及びサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（
ｄ－１）の符号化単位９８０の予測符号化のための予測単位９９０は、サイズ２Ｎ＿（ｄ
－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９２、サイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘＮ
＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９４、サイズＮ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）
のパーティションタイプ９９６、サイズＮ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティショ
ンタイプ９９８を含んでもよい。
【０２７７】
　パーティションタイプのうち、１つのサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）のパ
ーティション、２つのサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティション、２つ
のサイズＮ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）のパーティション、４つのサイズＮ＿（ｄ－
１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティションごとに、反復的に予測符号化を介した符号化が行
われ、最小符号化誤差が発生するパーティションタイプが検索される。
【０２７８】
　サイズＮ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９８による符号化誤
差が最小であるとしても、最大深度がｄであるので、深度ｄ－１の符号化単位ＣＵ＿（ｄ
－１）は、それ以上下位深度への分割過程を経ず、現在最大符号化単位９００に対する符
号化深度が深度ｄ－１に決定され、パーティションタイプは、Ｎ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ
－１）に決定される。また、最大深度がｄであるので、深度ｄ－１の符号化単位９８０に
対して、分割情報が設定されない。
【０２７９】
　データ単位９９９は、現在最大符号化単位に係わる「最小単位」とされる。一実施形態
による最小単位は、最下位符号化深度である最小符号化単位が４分割された大きさの正方
形のデータ単位でもある。かような反復的符号化過程を介して、一実施形態によるビデオ
符号化装置１００は、符号化単位９００の深度別符号化誤差を比較し、最小の符号化誤差
が発生する深度を選択し、符号化深度を決定し、当該パーティションタイプ及び予測モー
ドが符号化深度の符号化モードに設定される。
【０２８０】
　そのように、深度０，１，…，ｄ－１，ｄの全ての深度別最小符号化誤差を比較し、誤
差が最小である深度が選択され、符号化深度に決定される。符号化深度、並びに予測単位
のパーティションタイプ及び予測モードは、符号化モードについての情報として符号化さ
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ならないので、符号化深度の分割情報だけが「０」に設定され、符号化深度を除いた深度
別分割情報は、「１」に設定されなければならない。
【０２８１】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の映像データ及び符号化情報抽出部２２０は
、符号化単位９００に対する符号化深度及び予測単位についての情報を抽出し、符号化単
位９１２を復号化するのに利用することができる。一実施形態によるビデオ復号化装置２
００は、深度別分割情報を利用して、分割情報が「０」である深度を符号化深度として把
握し、当該深度に係わる符号化モードについての情報を利用して、復号化に利用すること
ができる。
【０２８２】
　図１７、図１８及び図１９は、本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び
変換単位の関係を図示している。
【０２８３】
　符号化単位１０１０は、最大符号化単位に対して、一実施形態によるビデオ符号化装置
１００が決定した符号化深度別符号化単位である。予測単位１０６０は、符号化単位１０
１０において、それぞれの符号化深度別符号化単位の予測単位のパーティションであり、
変換単位１０７０は、それぞれの符号化深度別符号化単位の変換単位である。
【０２８４】
　深度別符号化単位１０１０は、最大符号化単位の深度が０であるとすれば、符号化単位
１０１２，１０５４は、深度が１であり、符号化単位１０１４，１０１６，１０１８、１
０２８，１０５０，１０５２は、深度が２であり、符号化単位１０２０，１０２２，１０
２４，１０２６，１０３０，１０３２，１０４８は、深度が３であり、符号化単位１０４
０，１０４２，１０４４，１０４６は、深度が４である。
【０２８５】
　予測単位１０６０のうち、一部パーティション１０１４，１０１６，１０２２，１０３
２，１０４８，１０５０，１０５２，１０５４は、符号化単位が分割された形態である。
すなわち、パーティション１０１４，１０２２，１０５０，１０５４は、２ＮｘＮのパー
ティションタイプであり、パーティション１０１６，１０４８，１０５２は、Ｎｘ２Ｎの
パーティションタイプであり、パーティション１０３２は、ＮｘＮのパーティションタイ
プである。深度別符号化単位１０１０の予測単位及びパーティションは、それぞれの符号
化単位より小さいか、あるいはそれと同じである。
【０２８６】
　変換単位１０７０のうち、一部変換単位１０５２の映像データについては、符号化単位
に比べ、小サイズのデータ単位で変換または逆変換が行われる。また、変換単位１０１４
，１０１６，１０２２，１０３２，１０４８，１０５０，１０５２，１０５４は、予測単
位１０６０における当該予測単位及びパーティションと比較すれば、互いに異なる大きさ
または形態のデータ単位である。すなわち、一実施形態によるビデオ符号化装置１００、
及び一実施形態によるビデオ復号化装置２００は、同一符号化単位に係わるイントラ予測
／動き推定／動き補償の作業、及び変換／逆変換の作業であるとしても、それぞれ別個の
データ単位を基に行う。
【０２８７】
　それにより、最大符号化単位ごとに、領域別に階層的な構造の符号化単位ごとに再帰的
に符号化が行われ、最適符号化単位が決定されることにより、再帰的ツリー構造による符
号化単位が構成される。符号化情報は、符号化単位に係わる分割情報、パーティションタ
イプ情報、予測モード情報、変換単位サイズ情報を含んでもよい。下記表１は、一実施形
態によるビデオ符号化装置１００、及び一実施形態によるビデオ復号化装置２００で設定
することができる一例を示している。
【０２８８】
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【表１】

　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の出力部１３０は、ツリー構造による符号化
単位に係わる符号化情報を出力し、一実施形態によるビデオ復号化装置２００の符号化情
報抽出部２２０は、受信されたビットストリームからツリー構造による符号化単位に係わ
る符号化情報を抽出することができる。
【０２８９】
　分割情報は、現在符号化単位が、下位深度の符号化単位に分割されるか否かということ
を示す。現在深度ｄの分割情報が０であるならば、現在符号化単位が、該符号化単位が下
位符号化単位にそれ以上分割されない深度が符号化深度であるので、符号化深度について
、パーティションタイプ情報、予測モード、変換単位サイズ情報が定義される。分割情報
により、１段階さらに分割されなければならない場合には、分割された４個の下位深度の
符号化単位ごとに、独立して符号化が行われなければならない。
【０２９０】
　予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち一つで示す
ことができる。イントラモード及びインターモードは、全てのパーティションタイプで定
義され、スキップモードは、パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎでのみ定義される。
【０２９１】
　パーティションタイプ情報は、予測単位の高さまたは幅が、対称的な比率に分割された
対称的パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎ，２ＮｘＮ，Ｎｘ２Ｎ及びＮｘＮと、非対称的な
比率に分割された非対称的パーティションタイプ２ＮｘｎＵ，２ＮｘｎＤ，ｎＬｘ２Ｎ，
ｎＲｘ２Ｎを示すことができる。非対称的パーティションタイプ２ＮｘｎＵ及び２Ｎｘｎ
Ｄは、それぞれ高さが１：３及び３：１に分割された形態であり、非対称的パーティショ
ンタイプｎＬｘ２Ｎ及びｎＲｘ２Ｎは、それぞれ幅が１：３及び３：１に分割された形態
を示す。
【０２９２】
　変換単位サイズは、イントラモードで２種の大きさに設定され、インターモードで２種
の大きさに設定される。すなわち、変換単位分割情報が０であるならば、変換単位の大き
さは、現在符号化単位のサイズ２Ｎｘ２Ｎに設定される。変換単位分割情報が１であるな
らば、現在符号化単位が分割された大きさの変換単位が設定される。また、サイズ２Ｎｘ
２Ｎである現在符号化単位に係わるパーティションタイプが対称形パーティションタイプ
であるならば、変換単位の大きさは、ＮｘＮに設定され、非対称形パーティションタイプ
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であるならば、Ｎ／２ｘＮ／２に設定される。
【０２９３】
　一実施形態によるツリー構造による符号化単位の符号化情報は、符号化深度の符号化単
位、予測単位及び最小単位単位のうち少なくとも一つについて割り当てられる。符号化深
度の符号化単位は、同一符号化情報を保有している予測単位及び最小単位を一つ以上含ん
でもよい。
【０２９４】
　従って、隣接したデータ単位同士それぞれ保有している符号化情報を確認すれば、同一
符号化深度の符号化単位に含まれるか否かということが確認される。また、データ単位が
保有している符号化情報を利用すれば、当該符号化深度の符号化単位を確認することがで
きるので、最大符号化単位内の符号化深度の分布が類推される。
【０２９５】
　従って、その場合、現在符号化単位が周辺データ単位を参照して予測する場合、現在符
号化単位に隣接する深度別符号化単位内のデータ単位の符号化情報が直接参照されて利用
される。
【０２９６】
　他の実施形態において、現在符号化単位が周辺符号化単位を参照して予測符号化が行わ
れる場合、隣接する深度別符号化単位の符号化情報を利用して、深度別符号化単位内にお
いて、現在符号化単位に隣接するデータが検索されることにより、周辺符号化単位が参照
される。
【０２９７】
　図２０は、表１の符号化モード情報による、符号化単位、予測単位及び変換単位の関係
を図示している。
【０２９８】
　最大符号化単位１３００は、符号化深度の符号化単位１３０２，１３０４，１３０６，
１３１２，１３１４，１３１６，１３１８を含む。そのうち１つの符号化単位１３１８は
、符号化深度の符号化単位でるので、分割情報が０に設定される。サイズ２Ｎｘ２Ｎの符
号化単位１３１８のパーティションタイプ情報は、パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎ　１
３２２，２ＮｘＮ　１３２４，Ｎｘ２Ｎ　１３２６，ＮｘＮ　１３２８，２ＮｘｎＵ　１
３３２，２ＮｘｎＤ　１３３４，ｎＬｘ２Ｎ　１３３６及びｎＲｘ２Ｎ　１３３８のうち
一つに設定される。
【０２９９】
　変換単位分割情報（ＴＵ　size　flag）は、変換インデックスの一種であり、変換イン
デックスに対応する変換単位の大きさは、符号化単位の予測単位タイプまたはパーティシ
ョンタイプによって変更される。
【０３００】
　例えば、パーティションタイプ情報が、対称形パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎ　１３
２２，２ＮｘＮ　１３２４，Ｎｘ２Ｎ　１３２６及びＮｘＮ　１３２８のうち一つに設定
されている場合、変換単位分割情報が０であるならば、サイズ２Ｎｘ２Ｎの変換単位１３
４２が設定され、変換単位分割情報が１であるならば、サイズＮｘＮの変換単位１３４４
が設定される。
【０３０１】
　パーティションタイプ情報が、非対称形パーティションタイプ２ＮｘｎＵ　１３３２，
２ＮｘｎＤ　１３３４，ｎＬｘ２Ｎ　１３３６及びｎＲｘ２Ｎ　１３３８のうち一つに設
定された場合、変換単位分割情報（ＴＵ　size　flag）が０であるならば、サイズ２Ｎｘ
２Ｎの変換単位１３５２が設定され、変換単位分割情報が１であるならば、サイズＮ／２
ｘＮ／２の変換単位１３５４が設定される。
【０３０２】
　図２０を参照して説明した変換単位分割情報（ＴＵ　size　flag）は、０または１の値
を有するフラグであるが、一実施形態による変換単位分割情報は、１ビットのフラグに限
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定されるのもではなく、設定によって、０、１、２、３、…などに増加して変換単位が階
層的に分割される。変換単位分割情報は、変換インデックスの一実施形態として利用され
る。
【０３０３】
　その場合、一実施形態による変換単位分割情報を、変換単位の最大サイズ、変換単位の
最小サイズと共に利用すれば、実際に利用された変換単位の大きさが表現される。一実施
形態によるビデオ符号化装置１００は、最大変換単位サイズ情報、最小変換単位サイズ情
報及び最大変換単位分割情報を符号化することができる。符号化された最大変換単位サイ
ズ情報、最小変換単位サイズ情報及び最大変換単位分割情報は、ＳＰＳに挿入される。一
実施形態によるビデオ復号化装置２００は、最大変換単位サイズ情報、最小変換単位サイ
ズ情報及び最大変換単位分割情報を利用して、ビデオ復号化に利用することができる。
【０３０４】
　例えば、（ａ）現在符号化単位がサイズ６４ｘ６４であり、最大変換単位サイズが３２
ｘ３２であるならば、（ａ－１）変換単位分割情報が０であるとき、変換単位の大きさは
３２ｘ３２に設定され、（ａ－２）変換単位分割情報が１であるとき、変換単位の大きさ
は１６ｘ１６に設定され、（ａ－３）変換単位分割情報が２であるとき、変換単位の大き
さは８ｘ８に設定される。
【０３０５】
　他の例として、（ｂ）現在符号化単位がサイズ３２ｘ３２であり、最小変換単位サイズ
が３２ｘ３２であるならば、（ｂ－１）変換単位分割情報が０であるとき、変換単位の大
きさは３２ｘ３２に設定され、変換単位の大きさが３２ｘ３２より小さいことがないので
、それ以上の変換単位分割情報が設定されることがない。
【０３０６】
　さらに他の例として、（ｃ）現在符号化単位がサイズ６４ｘ６４であり、最大変換単位
分割情報が１であるならば、変換単位分割情報は、０または１であり、他の変換単位分割
情報が設定されることがない。
【０３０７】
　従って、最大変換単位分割情報を「MaxTransformSizeIndex」、最小変換単位サイズを
「MinTransformSize」、変換単位分割情報が０である場合の変換単位サイズを「RootTuSi
ze」と定義するとき、現在符号化単位で可能な最小変換単位サイズ「CurrMinTuSize」は
、下記数式（１）のように定義される。
【０３０８】
　　CurrMinTuSize
　　＝ｍａｘ（MinTransformSize，RootTuSize／（２＾MaxTransformSizeIndex））　　
（１）
　現在符号化単位で可能な最小変換単位サイズ「CurrMinTuSize」と比較し、変換単位分
割情報が０である場合の変換単位サイズである「RootTuSize」は、システム上採択可能な
最大変換単位サイズを示すことができる。すなわち、数式１によれば、「RootTuSize／（
２＾MaxTransformSizeIndex）」は、変換単位分割情報が０である場合の変換単位サイズ
である「RootTuSize」を、最大変換単位分割情報に相応する回数ほど分割した変換単位サ
イズであり、「MinTransformSize」は、最小変換単位サイズであるので、それらのうち小
さい値が、現在現在符号化単位で可能な最小変換単位サイズ「CurrMinTuSize」でもある
。
【０３０９】
　一実施形態による最大変換単位サイズRootTuSizeは、予測モードによって異なる。
【０３１０】
　例えば、現在予測モードがインターモードであるならば、RootTuSizeは、下記数式（２
）によって決定される。数式（２）で、「MaxTransformSize」は、最大変換単位サイズを
示し、「PUSize」は、現在予測単位サイズを示す。
【０３１１】
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　　RootTuSize＝ｍｉｎ（MaxTransformSize，PUSize）　　　（２）
　すなわち、現在予測モードがインターモードであるならば、変換単位分割情報が０であ
る場合の変換単位サイズである「RootTuSize」は、最大変換単位サイズ及び現在予測単位
サイズのうち小さい値に設定される。
【０３１２】
　現在パーティション単位の予測モードがイントラモードであるならば、「RootTuSize」
は、下記数式（３）によって決定される。「PartitionSize」は、現在パーティション単
位の大きさを示す。
【０３１３】
　　RootTuSize＝ｍｉｎ（MaxTransformSize，PartitionSize）　　　（３）
　すなわち、現在予測モードがイントラモードであるならば、変換単位分割情報が０であ
る場合の変換単位サイズである「RootTuSize」は、最大変換単位サイズ及び現在パーティ
ション単位サイズのうち小さい値に設定される。
【０３１４】
　ただし、パーティション単位の予測モードによって変動する一実施形態による現在最大
変換単位サイズ「RootTuSize」は、一実施形態であるのみ、現在最大変換単位サイズを決
定する要因がそれに限定されるものではないということに留意しなければならない。
【０３１５】
　図８ないし図２０を参照して説明したツリー構造の符号化単位に基づいたビデオ符号化
技法により、ツリー構造の符号化単位ごとに、空間領域の映像データが符号化され、ツリ
ー構造の符号化単位に基づいたビデオ復号化技法によって、最大符号化単位ごとに復号化
が行われながら、空間領域の映像データが復元され、ピクチャ及びピクチャシーケンスで
あるビデオが復元される。復元されたビデオは、再生装置によって再生されるか、記録媒
体に保存されるか、あるいはネットワークを介して伝送される。
【０３１６】
　一方、前述の本発明の実施形態は、コンピュータで実行されるプログラムに作成可能で
あり、コンピュータで読み取り可能な記録媒体を利用して、前記プログラムを動作させる
汎用デジタルコンピュータで具現される。前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体は
、マグネチック記録媒体（例えば、ＲＯＭ（read　only　memory）、フロッピー（登録商
標）ディスク、ハードディスクなど）、光学的判読媒体（例えば、ＣＤ（compact　disc
）－ＲＯＭ、ＤＶＤ（digital　versatile　disc）など）のような記録媒体を含む。
【０３１７】
　説明の便宜のために、先に図１Ａないし図２０を参照して説明したエントロピー符号化
方法を遂行するビデオ符号化方法は、「本発明のビデオ符号化方法」とする。また、先に
図１Ａないし図２０を参照して説明したエントロピー復号化方法を遂行するビデオ復号化
方法は、「本発明のビデオ復号化方法」とする。
【０３１８】
　また、先に図１Ａないし図２０を参照して説明したエントロピー符号化装置１０を含む
ビデオ符号化装置１００、及び映像符号化部４００で構成されたビデオ符号化装置は、「
本発明のビデオ符号化装置」とする。また、先に図１Ａないし図２０を参照して説明した
エントロピー復号化装置２０を含むビデオ復号化装置２００及び映像復号化部５００は、
「本発明のビデオ復号化装置」とする。
【０３１９】
　一実施形態によるプログラムが保存されるコンピュータで読み取り可能な記録媒体がデ
ィスク２６０００である実施形態について、以下で詳細に説明する。
【０３２０】
　図２１は、一実施形態によるプログラムが保存されたディスク２６０００の物理的構造
を例示する。記録媒体として説明したディスク２６０００は、ハードドライブ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭディスク、ブルーレイ（登録商標（Blu-ray））ディスク、ＤＶＤディスクでもある
。ディスク２６０００は、多数の同心円のトラックＴｒで構成され、トラックは、円周方



(42) JP 5990350 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

向に沿って所定個数のセクタＳｅに分割される。前述の実施形態によるプログラムを保存
するディスク２６０００において特定領域に、前述の量子化パラメータ決定方法、ビデオ
符号化方法及びビデオ復号化方法を具現するためのプログラムが割り当てられて保存され
る。
【０３２１】
　前述のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法を具現するためのプログラムを保存する
記録媒体を利用して、達成されたコンピュータシステムについて、図２２を参照して説明
される。
【０３２２】
　図２２は、ディスク２６０００を利用して、プログラムを記録して読み取るためのディ
スクドライブ２６８００を図示している。コンピュータシステム２６７００は、ディスク
ドライブ２６８００を利用して、本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法のうち
少なくとも一つを具現するためのプログラムをディスク２６０００に保存することができ
る。ディスク２６０００に保存されたプログラムを、コンピュータシステム２６７００上
で実行するために、ディスクドライブ２６８００によってディスク２６０００からプログ
ラムが読み取られ、プログラムがコンピュータシステム２６７００に伝送される。
【０３２３】
　図２１及び図２２で例示されたディスク２６０００だけではなく、メモリカード、ＲＯ
Ｍカセット、ＳＳＤ（solid　state　drive）にも、本発明のビデオ符号化方法及びビデ
オ復号化方法のうち少なくとも一つを具現するためのプログラムが保存される。
【０３２４】
　前述の実施形態によるビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が適用されたシステムに
ついて説明する。
【０３２５】
　図２３は、コンテンツ流通サービス（content　distribution　service）を提供するた
めのコンテンツ供給システム（content　supply　system）１１０００の全体的構造を図
示している。通信システムのサービス領域は、所定サイズのセルに分割され、各セルに、
ベースステーションになる無線基地局１１７００，１１８００，１１９００，１２０００
が設置される。
【０３２６】
　コンテンツ供給システム１１０００は、多数の独立デバイスを含む。例えば、コンピュ
ータ１２１００、ＰＤＡ（personal　digital　assistant）１２２００、ビデオカメラ１
２３００及び携帯電話１２５００のような独立デバイスが、インターネットサービス・プ
ロバイダ１１２００、通信網１１４００、及び無線基地局１１７００，１１８００，１１
９００，１２０００を経てインターネット１１１００に連結される。
【０３２７】
　しかし、コンテンツ供給システム１１０００は、図２４に図示された構造にのみ限定さ
れるものではなく、デバイスが選択的に連結される。独立デバイスは、無線基地局１１７
００，１１８００，１１９００，１２０００を経ずに、通信網１１４００に直接連結され
てもよい。
【０３２８】
　ビデオカメラ１２３００は、デジタルビデオカメラのように、ビデオ映像を撮影するこ
とができる撮像デバイスである。携帯電話１２５００は、ＰＤＣ（personal　digital　c
ommunications）方式、ＣＤＭＡ（code　division　multiple　access）方式、Ｗ－ＣＤ
ＭＡ（wideband　code　division　multiple　access）方式、ＧＳＭ（登録商標（global
　system　for　mobile　communications））方式及びＰＨＳ（personal　handyphone　s
ystem）方式のような多様なプロトコルのうち少なくとも１つの通信方式を採択すること
ができる。
【０３２９】
　ビデオカメラ１２３００は、無線基地局１１９００及び通信網１１４００を経て、スト
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リーミングサーバ１１３００に連結される。ストリーミングサーバ１１３００は、ユーザ
が、ビデオカメラ１２３００を使用して伝送したコンテンツをリアルタイム放送でストリ
ーミング伝送することができる。ビデオカメラ１２３００から受信されたコンテンツは、
ビデオカメラ１２３００またはストリーミングサーバ１１３００によって符号化される。
ビデオカメラ１２３００で撮影されたビデオデータは、コンピュータ１２１００を経て、
ストリーミングサーバ１１３００に伝送されてもよい。
【０３３０】
　カメラ１２６００で撮影されたビデオデータも、コンピュータ１２１００を経て、スト
リーミングサーバ１１３００に伝送される。カメラ１２６００は、デジタルカメラのよう
に、静止映像及びビデオ映像をいずれも撮影することができる撮像装置である。カメラ１
２６００から受信されたビデオデータは、カメラ１２６００またはコンピュータ１２１０
０によって符号化される。ビデオ符号化及びビデオ復号化のためのソフトウェアは、コン
ピュータ１２１００がアクセスすることができるＣＤ－ＲＯＭディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク、ハードディスクドライブ、ＳＳＤ、メモリカードのようなコンピュー
タで読み取り可能な記録媒体に保存される。
【０３３１】
　また、携帯電話１２５００に搭載されたカメラによってビデオが撮影された場合、ビデ
オデータが携帯電話１２５００から受信される。
【０３３２】
　ビデオデータは、ビデオカメラ１２３００、携帯電話１２５００またはカメラ１２６０
０に搭載されたＬＳＩ（large　scale　integrated　circuit）システムによって符号化
される。
【０３３３】
　一実施形態によるコンテンツ供給システム１１０００において、例えば、コンサートの
現場録画コンテンツのように、ユーザが、ビデオカメラ１２３００、カメラ１２６００、
携帯電話１２５００、または他の撮像デバイスを利用して録画されたコンテンツが符号化
され、ストリーミングサーバ１１３００に伝送される。ストリーミングサーバ１１３００
は、コンテンツデータを要請した他のクライアントに、コンテンツデータをストリーミン
グ伝送することができる。
【０３３４】
　クライアントは、符号化されたコンテンツデータを復号化することができるデバイスで
あり、例えば、コンピュータ１２１００、ＰＤＡ　１２２００、ビデオカメラ１２３００
または携帯電話１２５００でもある。従って、コンテンツ供給システム１１０００は、ク
ライアントをして、符号化されたコンテンツデータを受信して再生させる。また、コンテ
ンツ供給システム１１０００は、クライアントをして、符号化されたコンテンツデータを
受信させ、リアルタイムで復号化して再生させ、個人放送（personal　broadcasting）を
可能にさせる。
【０３３５】
　コンテンツ供給システム１１０００に含まれた独立デバイスの符号化動作及び復号化動
作に、本発明のビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置が適用される。
【０３３６】
　図２４及び図２５を参照し、コンテンツ供給システム１１０００において、携帯電話１
２５００の一実施形態について詳細に説明する。
【０３３７】
　図２４は、一実施形態による本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が適用さ
れる携帯電話１２５００の外部構造を図示している。携帯電話１２５００は、機能が制限
されておらず、応用プログラムを介して、相当部分の機能を変更したり拡張したりするこ
とができるスマートフォンでもある。
【０３３８】
　携帯電話１２５００は、無線基地局１２０００とＲＦ（radio　frequency）信号を交換
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するための内蔵アンテナ１２５１０を含み、カメラ１２５３０によって撮影された映像、
またはアンテナ１２５１０によって受信されて復号化された映像をディスプレイするため
のＬＣＤ（liquid　crystal　display）画面、ＯＬＥＤ（organic　light　emitting　di
odes）画面のようなディスプレイ画面１２５２０を含む。スマートフォン１２５１０は、
制御ボタン、タッチパネルを含む動作パネル１２５４０を含む。ディスプレイ画面１２５
２０がタッチスクリーンである場合、動作パネル１２５４０は、ディスプレイ画面１２５
２０のタッチ感知パネルをさらに含む。スマートフォン１２５１０は、音声、音響を出力
するためのスピーカ１２５８０、または他の形態の音響出力部と、音声、音響が入力され
るマイクフォン１２５５０、または他の形態の音響入力部と、を含む。スマートフォン１
２５１０は、ビデオ及び静止映像を撮影するためのＣＣＤカメラのようなカメラ１２５３
０をさらに含む。また、スマートフォン１２５１０は、カメラ１２５３０によって撮影さ
れたり、電子メール（Ｅ－mail）に受信されるか、他の形態で獲得されたりするビデオや
静止映像のように、符号化されるか復号化されたデータを保存するための記録媒体１２５
７０；及び記録媒体１２５７０を携帯電話１２５００に装着するためのスロット１２５６
０；を含んでもよい。記録媒体１２５７０は、ＳＤカード、またはプラスチックケースに
内蔵されたＥＥＰＲＯＭ（electrically　erasable　and　programmable　read　only　m
emory）のような他の形態のフラッシュメモリでもある。
【０３３９】
　図２５は、携帯電話１２５００の内部構造を図示している。ディスプレイ画面１２５２
０及び動作パネル１２５４０で構成された携帯電話１２５００の各パートを組織的に制御
するために、電力供給回路１２７００、動作入力制御部１２６４０、映像符号化部１２７
２０、カメラ・インターフェース１２６３０、ＬＣＤ制御部１２６２０、映像復号化部１
２６９０、マルチプレクサ／デマルチプレクサ（ＭＵＸ／ＤＥＭＵＸ：multiplexer/demu
ltiplexer）１２６８０、記録／判読部１２６７０、変調／復調（modulation/demodulati
on）部１２６６０及び音響処理部１２６５０が、同期化バス１２７３０を介して中央制御
部１２７１０に連結される。
【０３４０】
　ユーザが電源ボタンを動作し、「電源オフ」状態から「電源オン」状態に設定すれば、
電力供給回路１２７００は、バッテリパックから携帯電話１２５００の各パートに電力を
供給することにより、携帯電話１２５００が動作モードにセッティングされる。
【０３４１】
　中央制御部１２７１０は、ＣＰＵ（central　processing　unit）、ＲＯＭ及びＲＡＭ
（random　access　memory）を含む。
【０３４２】
　携帯電話１２５００が外部に通信データを送信する過程では、中央制御部１２７１０の
制御によって、携帯電話１２５００においてデジタル信号が生成される、例えば、音響処
理部１２６５０では、デジタル音響信号が生成され、映像符号化部１２７２０では、デジ
タル映像信号が生成され、動作パネル１２５４０及び動作入力制御部１２６４０を介して
、メッセージのテキストデータが生成される。中央制御部１２７１０の制御によってデ、
ジタル信号が変調／復調部１２６６０に伝達されれば、変調／復調部１２６６０は、デジ
タル信号の周波数帯域を変調し、通信回路１２６１０は、帯域変調されたデジタル音響信
号に対して、Ｄ／Ａ変換（digital-analog　conversion）処理及び周波数変換（frequenc
y　conversion）処理を行う。通信回路１２６１０から出力された送信信号は、アンテナ
１２５１０を介して、音声通信基地局または無線基地局１２０００に送出される。
【０３４３】
　例えば、携帯電話１２５００が通話モードであるとき、マイクフォン１２５５０によっ
て獲得された音響信号は、中央制御部１２７１０の制御によって、音響処理部１２６５０
でデジタル音響信号に変換される。生成されたデジタル音響信号は、変調／復調部１２６
６０及び通信回路１２６１０を経て送信信号に変換され、アンテナ１２５１０を介して送
出される。
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【０３４４】
　データ通信モードにおいて、電子メールのようなテキストメッセージが伝送される場合
、動作パネル１２５４０を利用して、メッセージのテキストデータが入力され、テキスト
データが、動作入力制御部１２６４０を介して中央制御部１２６１０に伝送される。中央
制御部１２６１０の制御により、テキストデータは、変調／復調部１２６６０及び通信回
路１２６１０を介して送信信号に変換され、アンテナ１２５１０を介して無線基地局１２
０００に送出される。
【０３４５】
　データ通信モードにおいて映像データを伝送するために、カメラ１２５３０によって撮
影された映像データが、カメラ・インターフェース１２６３０を介して映像符号化部１２
７２０に提供される。カメラ１２５３０によって撮影された映像データは、カメラ・イン
ターフェース１２６３０及びＬＣＤ制御部１２６２０を介して、ディスプレイ画面１２５
２０に直ちにディスプレイされる。
【０３４６】
　映像符号化部１２７２０の構造は、前述の本発明のビデオ符号化装置の構造と相応する
。映像符号化部１２７２０は、カメラ１２５３０から提供された映像データを、前述の本
発明のビデオ符号化方式によって符号化し、圧縮符号化された映像データに変換し、符号
化された映像データを多重化／逆多重化部１２６８０に出力することができる。カメラ１
２５３０の録画中に、携帯電話１２５００のマイクフォン１２５５０によって獲得された
音響信号も、音響処理部１２６５０を経てデジタル音響データに変換され、デジタル音響
データは、多重化／逆多重化部１２６８０に伝達される。
【０３４７】
　多重化／逆多重化部１２６８０は、音響処理部１２６５０から提供された音響データと
共に、映像符号化部１２７２０から提供された符号化された映像データを多重化する。多
重化されたデータは、変調／復調部１２６６０及び通信回路１２６１０を介して送信信号
に変換され、アンテナ１２５１０を介して送出される。
【０３４８】
　携帯電話１２５００が外部から通信データを受信する過程では、アンテナ１２５１０を
介して受信された信号を周波数復元（frequency　recovery）処理及びＡ／Ｄ変換（analo
g-digital　conversion）処理を介してデジタル信号を変換する。変調／復調部１２６６
０は、デジタル信号の周波数帯域を復調する。帯域復調されたデジタル信号は、種類によ
って、ビデオ復号化部１２６９０、音響処理部１２６５０またはＬＣＤ制御部１２６２０
に伝達される。
【０３４９】
　携帯電話１２５００は、通話モードであるとき、アンテナ１２５１０を介して受信され
た信号を増幅し、周波数変換及びＡ／Ｄ変換（analog-digital　conversion）処理を介し
てデジタル音響信号を生成する。受信されたデジタル音響信号は、中央制御部１２７１０
の制御によって、変調／復調部１２６６０及び音響処理部１２６５０を経て、アナグ音響
信号に変換され、アナグ音響信号が、スピーカ１２５８０を介して出力される。
【０３５０】
　データ通信モードにおいて、インターネットのウェブサイトからアクセスされたビデオ
ファイルのデータが受信される場合、アンテナ１２５１０を介して無線基地局１２０００
から受信された信号は、変調／復調部１２６６０の処理結果として多重化されたデータを
出力し、多重化されたデータは、多重化／逆多重化部１２６８０に伝達される。
【０３５１】
　アンテナ１２５１０を介して受信した多重化されたデータを復号化するために、多重化
／逆多重化部１２６８０は、多重化されたデータを逆多重化し、符号化されたビデオデー
タストリームと、符号化されたオーディオデータストリームとを分離する。同期化バス１
２７３０により、符号化されたビデオデータストリームは、ビデオ復号化部１２６９０に
提供され、符号化されたオーディオデータストリームは、音響処理部１２６５０に提供さ
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れる。
【０３５２】
　映像復号化部１２６９０の構造は、前述の本発明のビデオ復号化装置の構造と相応する
。映像復号化部１２６９０は、前述の本発明のビデオ復号化方法を利用して、符号化され
たビデオデータを復号化し、復元されたビデオデータを生成し、復元されたビデオデータ
を、ＬＣＤ制御部１２６２０を経て、ディスプレイ画面１２５２０に、復元されたビデオ
データを提供することができる。
【０３５３】
　それによってインターネットのウェブサイトからアクセスされたビデオファイルのビデ
オデータが、ディスプレイ画面１２５２０にディスプレイされる。それと同時に、音響処
理部１２６５０も、オーディオデータをアナグ音響信号に変換し、アナグ音響信号をスピ
ーカ１２５８０に提供することができる。それにより、インターネットのウェブサイトか
らアクセスされたビデオファイルに含まれたオーディオデータも、スピーカ１２５８０で
再生される。
【０３５４】
　携帯電話１２５００または他の形態の通信端末機は、本発明のビデオ符号化装置及びビ
デオ復号化装置をいずれも含む送受信端末機であるか、前述の本発明のビデオ符号化装置
のみを含む送信端末機であるか、あるいは本発明のビデオ復号化装置のみを含む受信端末
機でもある。
【０３５５】
　本発明の通信システムは、図２４を参照して説明した構造に限定されるものではない。
例えば、図２６は、本発明による通信システムが適用されたデジタル放送システムを図示
している。図２６の一実施形態によるデジタル放送システムは、本発明のビデオ符号化装
置及びビデオ復号化装置を利用して、衛星ネットワークまたは地上波ネットワークを介し
て伝送されるデジタル放送を受信することができる。
【０３５６】
　具体的に見れば、放送局１２８９０は、電波を介して、ビデオデータストリームを通信
衛星または放送衛星１２９００に伝送する。放送衛星１２９００は、放送信号を伝送し、
該放送信号は、家庭にあるアンテナ１２８６０によっ、て衛星放送受信機に受信される。
各家庭において、符号化されたビデオストリームは、ＴＶ（television）受信機１２８１
０、セットトップボックス（set-top　box）１２８７０または他のデバイスによって復号
化されて再生される。
【０３５７】
　再生装置１２８３０において、本発明のビデオ復号化装置が具現されることにより、再
生装置１２８３０が、ディスク及びメモリカードのような記録媒体１２８２０に記録され
た符号化されたビデオストリームを読み取って復号化することができる。それにより、復
元されたビデオ信号は、例えば、モニタ１２８４０で再生される。
【０３５８】
　衛星／地上波放送のためのアンテナ１２８６０、またはケーブルＴＶ受信のためのケー
ブルアンテナ１２８５０に連結されたセットトップボックス１２８７０にも、本発明のビ
デオ復号化装置が搭載される。セットトップボックス１２８７０の出力データも、ＴＶモ
ニタ１２８８０で再生される。
【０３５９】
　他の例として、セットトップボックス１２８７０の代わりに、ＴＶ受信機１２８１０自
体に本発明のビデオ復号化装置が搭載されてもよい。
【０３６０】
　適切なアンテナ１２９１０を具備した自動車１２９２０が、衛星１２８００または無線
基地局１１７００から送出される信号を受信することもできる。自動車１２９２０に搭載
された自動車ナビゲーションシステム１２９３０のディスプレイ画面に、復号化されたビ
デオが再生される。
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【０３６１】
　ビデオ信号は、本発明のビデオ符号化装置によって符号化され、記録媒体に記録されて
保存される。具体的に見れば、ＤＶＤレコーダによって、映像信号がＤＶＤディスク１２
９６０に保存されるか、あるいはハードディスクレコーダ１２９５０によって、ハードデ
ィスクに映像信号が保存される。他の例として、ビデオ信号は、ＳＤカード１２９７０に
保存されてもよい。ハードディスクレコーダ１２９５０が、一実施形態による本発明のビ
デオ復号化装置を具備すれば、ＤＶＤディスク１２９６０、ＳＤカード１２９７０または
他の形態の記録媒体に記録されたビデオ信号が、モニタ１２８８０で再生される。
【０３６２】
　自動車ナビゲーションシステム１２９３０は、図２５のカメラ１２５３０、カメラ・イ
ンターフェース１２６３０及び映像符号化部１２７２０を含まないこともある。例えば、
コンピュータ１２１００（図２３）及びＴＶ受信機１２８１０も、図２５のカメラ１２５
３０、カメラ・インターフェース１２６３０及び映像符号化部１２７２０を含まないこと
もある。
【０３６３】
　図２７は、本発明の一実施形態による、ビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置を利用
するクラウドコンピューティングシステムのネットワーク構造を図示している。
【０３６４】
　本発明のクラウドコンピューティングシステムは、クラウドコンピューティングサーバ
１４１００、ユーザＤＢ（database）１４１００、コンピューティング資源１４２００及
びユーザ端末機を含んでなる。
【０３６５】
　クラウドコンピューティングシステムは、ユーザ端末機の要請によって、インターネッ
トのような情報通信網を介して、コンピューティング資源のオンデマンド・アウトソーシ
ングサービスを提供する。クラウドコンピューティング環境において、サービスプロバイ
ダは、互いに異なる物理的な位置に存在するデータセンターのコンピューティング資源を
仮想化技術で統合し、ユーザに必要とするサービスを提供する。サービスユーザは、アプ
リケーション（application）、ストレージ（storage）、運用体制（ＯＳ）、保安（secu
rity）のようなコンピューティング資源を、各ユーザ所有の端末にインストールして使用
するのではなく、仮想化技術を介して生成された仮想空間上のサービスを、所望する時点
で所望するほど選んで使用することができる。
【０３６６】
　特定サービスユーザのユーザ端末機は、インターネット及び移動通信網を含む情報通信
網を介して、クラウドコンピューティングサーバ１４１００に接続する。ユーザ端末機は
、クラウドコンピューティングサーバ１４１００から、クラウドコンピューティングサー
ビス、特に、動画再生サービスを提供される。ユーザ端末機は、デスクトップＰＣ（pers
onal　computer）１４３００、スマートＴＶ　１４４００、スマートフォン１４５００、
ノート型パソコン１４６００、ＰＭＰ（portable　multimedia　player）１４７００、テ
ブレットＰＣ　１４８００など、インターネット接続が可能な全ての電子機器にもなる。
【０３６７】
　クラウドコンピューティングサーバ１４１００は、クラウド網に分散している多数のコ
ンピューティング資源１４２００を統合し、ユーザ端末機に提供することができる。多数
のコンピューティング資源１４２００は、さまざまなデータサービスを含み、ユーザ端末
機からアップードされたデータを含んでもよい。そのように、クラウドコンピューティン
グサーバ１４１００は、多くのところに分散している動画データベースを仮想化技術で統
合し、ユーザ端末機が要求するサービスを提供する。
【０３６８】
　ユーザＤＢ　１４１００には、クラウドコンピューティングサービスに加入しているユ
ーザ情報が保存される。ここで、ユーザ情報は、ログイン情報や、住所、氏名などの個人
信用情報を含んでもよい。また、ユーザ情報は、動画のインデックス（index）を含んで
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もよい。ここで、該インデックスは、再生を完了した動画リストや、再生中の動画リスト
や、再生中の動画の停止時点などを含んでもよい。
【０３６９】
　ユーザＤＢ　１４１００に保存された動画についての情報は、ユーザデバイス間に共有
される。従って、例えば、ノート型パソコン１４６００から再生要請され、ノート型パソ
コン１４６００に所定動画サービスを提供した場合、ユーザＤＢ　１４１００に所定動画
サービスの再生ヒストリーが保存される。スマートフォン１４５００から、同一の動画サ
ービスの再生要請が受信される場合、クラウドコンピューティングサーバ１４１００は、
ユーザＤＢ　１４１００を参照し、所定動画サービスを見い出して再生する。スマートフ
ォン１４５００が、クラウドコンピューティングサーバ１４１００を介して動画データス
トリームを受信する場合、動画データストリームを復号化してビデオを再生する動作は、
先に図２４を参照して説明した携帯電話１２５００の動作と類似している。
【０３７０】
　クラウドコンピューティングサーバ１４１００は、ユーザＤＢ　１４１００に保存され
た所定動画サービスの再生ヒストリーを参照することもできる。例えば、クラウドコンピ
ューティングサーバ１４１００は、ユーザ端末機から　ユーザＤＢ　１４１００に保存さ
れた動画に対する再生要請を受信する。該動画がそれ以前に再生中であったならば、クラ
ウドコンピューティングサーバ１４１００は、ユーザ端末機への選択により、最初から再
生するか、あるいは以前の停止時点から再生するかということにより、ストリーミング方
法が異なる。例えば、ユーザ端末機が、最初から再生するように要請した場合には、クラ
ウドコンピューティングサーバ１４１００は、ユーザ端末機に、当該動画を最初のフレー
ムからストリーミング伝送する。一方、端末機が、以前の停止時点から続けて再生するよ
うに要請した場合には、クラウドコンピューティングサーバ１４１００は、ユーザ端末機
に、当該動画を停止時点のフレームからストリーミング伝送する。
【０３７１】
　そのとき、ユーザ端末機は、図１Ａないし図２０を参照して説明した本発明のビデオ復
号化装置を含んでもよい。他の例として、ユーザ端末機は、図１Ａないし図２０を参照し
て説明した本発明のビデオ符号化装置を含んでもよい。また、ユーザ端末機は、図１Ａな
いし図２０を参照して説明した本発明のビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置をいずれ
も含んでもよい。
【０３７２】
　図１Ａないし図２０を参照して説明した本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方
法、本発明のビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置が活用される多様な実施形態につい
て図２１ないし図２７において説明した。しかし、図１Ａないし図２０を参照して説明し
た本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が、記録媒体に保存されたり、あるい
は本発明のビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置が、デバイスで具現されたりする多様
な実施形態は、図２１ないし図２７の実施形態に限定されるものではない。
【０３７３】
　以上、本発明について、その望ましい実施形態を中心に説明した。本発明が属する技術
分野で当業者であるならば、本発明が、本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形さ
れた形態に具現されるということを理解することができるであろう。従って、開示された
実施形態は、限定的な観点ではなく、説明的な観点から考慮されなければならない。本発
明の範囲は、前述の説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内
にある全ての差異は、本発明に含まれたものであると解釈されなければならないのである
。
【符号の説明】
【０３７４】
　２０　ビデオエントロピー復号化装置
　２２　コンテクスト初期化部
　２４　シンボル復元部
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